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説

ま

め

じ

戸品

目向

(
一
)
{
品
目
容
市
教
授
の
突
然
の
卦
被
に
抜
し
て
か
ら
も
う
半
年
以
上
に
な
る
。

富
田
さ
ん
|
|
以
下
、
い
つ
も
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
う
呼
ば
せ
て
い
た
だ
く

l
lは
、
私
に
と
っ
て
同
じ
同
地
に
住
む
釈
し
い
光
市
で
あ
り
、
ま
た
、

か
つ
て
は
教
養
部
に
お
い
て
以
近
で
は
入
学
試
験
の
た
め
に
一
緒
に
仕
事
を
し
た
仲
で
も
あ
っ
て
、
四
半
世
紀
に
わ
た
り
公
私
と
も
に
マ
以
来
に
尽
く
せ
ぬ
ほ
ど
た

い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
の
民
間
さ
ん
の
追
悼
号
に
何
か
寄
稿
し
な
く
て
は
、
私
と
し
て
は
何
と
し
て
も
気
持
が
す
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
折
怒
し
く
、
昨
年
(
附
和
五
九
年
)
一

O
Hバ
か
ら
、
三
た
び
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
客
民
講
師
と
し
て
日
本
火
の
講
義
を
担
当
す
る
た
め
、
日
本
を

離
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
正
院
に
い
っ
て
、
と
て
も
本
格
的
な
論
文
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
余
紛
は
な
い
。
現
に
本
一
例
も
、
ベ
ル
リ
ン
で
、
山
州

議
の
た
め
の
準
仙
の
合
い
間
を
ぬ
っ
て
少
し
づ
っ
古
川
き
綴
っ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。

こ
う
し
た
条
件
の
中
で
、
富
山
さ
ん
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
何
と
か
書
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
い
わ
ゆ
る
『
市
民
政
府
論
』

に
つ
い
て
の
、
文
字
通
り
私
'H身
の
心
覚
え
の
た
め
の
党
許
で
あ
る
。
も
ち
ら
ん
私
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
に
つ
い
て
は
ず
ぶ
の
素
人
で
あ
り
、
最
近
た
ま

た
ま
大
学
院
や
学
部
で
の
E

以
内
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
岩
波
文
庫
版
『
市
民
政
府
論
』
(
鵜
飼
信
成
訳
、
一
九
六
八
年
)
を
少
し
灯
略
に
通
読
す
あ
機
会
が
あ
っ

た
に
す
ぎ
ず
、
学
界
に
向
っ
て
何
か
新
し
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
な
ど
と
い
う
大
そ
れ
た
気
持
は
全
く
な
い
。
た
だ
、
『
市
民
政
府
抽
出
を
通
読
し
て
、
そ
も
そ

も
『
市
民
政
府
論
』
と
い
う
去
題
が

l
iは
っ
き
り
A

三
口
え
ば
|
|
全
く
の
誤
訳
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
強
く
抱
く
に
い
た
っ
た
の
で
、
そ
の
疑
問
を
1
1
!

そ
し
て
私
自
身
の
読
み
方
を
も
|
|
ま
と
め
て
お
き
た
い
、
と
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

最
近
数
年
問
、
私
は

i
lこ
れ
も
も
と
も
と
広
田
さ
ん
と
の
は
械
で
始
ま
っ
た
こ
と
だ
が
|
|
た
ま
た
ま
入
学
試
験
の
こ
と
に
関
係
し
て
い
た
の
で
、
多
く
の
市

校
教
科
叫
が
ロ
ッ
ク
の
主
芥
と
し
て
『
市
民
政
府
論
』
を
挙
げ
て
お
り
、
ま
た
、
大
学
の
入
試
問
題
に
も
毎
年
の
よ
う
に
ー
ー
ー
地
の
文
な
や
選
択
肢
の
中
に
1
1
ι

ロ
ッ
ク
の
『
市
民
政
府
論
』
が
山
て
く
る
の
を
承
知
し
て
い
た
。
さ
す
が
は
岩
波
文
庫
本
の
威
力
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
も
し
そ
の
い
え
題
が
ほ
ん
と
う
に
誤

訳
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
脈
絡
か
ら
も
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
く
ま
い
、
と
い
う
気
持
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
た
。

富
田
さ
ん
が
御
健
在
な
ら
、
引
先
に
私
見
を
富
田
さ
ん
に
ぶ
っ
つ
け
て
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
だ
が
、
ム
ー
と
な
っ
て
は
も
は
や
そ
れ
も
来
た
せ

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
追
仰
は
り
に
は
白
川
さ
ん
の
遺
徳
を
偲
ん
で
当
然
政
治
学
関
係
の
論
文
が
多
く
寄
稿
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
で
き
る
が
け
率
院
に
系
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(1) 

人
の
疑
問
や
読
み
方
を
提
示
し
て
お
け
ば
、
案
外
に
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
恕
史
に
明
る
い
方
の
お
円
に
と
ま
っ
て
、
私
の
疑
問
を
解
き
あ
る
い
は
無
知
に
出
来
す
る

間
違
い
を
正
し
て
い
た
だ
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
虫
の
良
い
こ
と
を
考
え
て
、
も
と
も
と
私
白
身
の
心
党
え
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
本
号
に
寄
稿
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

(
ニ
)
『
市
民
政
府
治
』
の
以
者
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
吉
田
A
F
Oの
E
U
吋
唱
。
、
H，2
2
2
2
0向
。
2
0
2
5
0
5
3
2
0
)
の
第
二
論
文
、
〉
口

開
ω
認
可
。
c
ロ
no門口一ロ
m
H
7
0
吋
同
口
。
。
ュ
m
-
E
f
H
W
H
Zロ円

m
E
H
U
H与
え

(
U
z
-
-
0
0
2門口
5
0
E
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
岩
波
文
庫
版
の
他
に
も
数
種
の
邦
訳
が

あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
岩
波
文
庫
版
『
市
民
政
府
市
出
だ
け
を
問
題
に
す
る
。
そ
れ
は
|
|
現
在
外
国
で
こ
れ
を
芹
い
て
い
る
私

に
は
他
の
邦
訳
を
参
照
す
る
の
が
困
難
な
こ
と
や
、
前
述
し
た
よ
う
な
岩
波
文
庫
本
の
も
つ
影
響
力
の
大
き
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

l
i、
岩
波
文
庫
版
は
原
著

の
表
題
中
に
確
か
に
存
在
す
る
己
主
開

3
5
2
E
と
い
う
言
葉
を

l
!「
市
民
政
府
」
と
邦
訳
(
私
見
に
よ
れ
ば
誤
沢
)
し
て
、
と
い
う
こ
と
だ
が

l
lと

(
1
)
 

も
か
く
も
邦
訳
の
表
題
と
し
て
民
抜
に
打
ち
出
し
た
唯
一
の
も
の
ら
し
い
か
ら
で
も
あ
る
。

次
に
、
私
、
か
山
本
稿
を
ま
と
め
る
た
め
に
し
た
作
業

l
iむ
し
ろ
、
そ
れ
だ
け
し
か
し
な
か
っ
た
作
業
、
と
一
一
一
口
う
べ
し
き
で
あ
ろ
う
が
!
ー
を
正
杭
に
記
し
て
お

く
。
ま
ず
、
む
波
文
庫
版
を
二
回
通
読
し
て
「
市
民
政
府
」
(
口
町
己
間
C
2
5
5
2丹
)
に
関
係
す
る
用
語
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
次
い
で
そ
れ
を
、
た
ま
た
ま
ベ
ル
リ

ン
で
す
ぐ
に
入
手
す
る
こ
と
の
で
き
た
]
・
円
。
の
同
F
吋
7
0
m
O
Bロ
仏
吋
門
出
向
門
戸
2
0同
の
O〈
2
ロ
B
S
j汁
M
W

ロ
ιmw
戸

Z
Z
H
n
o
u
n
Rロ
広
間
吋
乙
民
間
片
山
Cロ
・
何
色
広
島

三丹

F
S
F
R
O
E
E
S
S
H・
巧
-
の

o
g
u出
{ZO者

E
E
C口口
C口
。
口
芯
巳
自
仏

H
2
5
0
L
W
5
8・
。
同
町
C
E
)
の
該
当
筒
所
と
突
き
合
わ
せ
て
み
た
。
先

に
原
著
の
方
を
精
読
し
て
す
べ
て
の
関
係
用
訴
を
カ
l
ド
に
取
り
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
邦
訳
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
行
論

|
|
特
に
あ
る
用
品
が
原
著
に
弦
場
す
る
回
数
ー
ー
に
は
、
原
著
そ
の
も
の
を
も
っ
と
完
全
に
調
べ
れ
ば
、
多
少
の
変
更
が
必
要
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し、

1

1
時
間
的
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
|
|
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
特
に
岩
波
文
庫
版
の
去
題
の
『
市
民
政
府
治
』
と
い
う
邦
一
ぷ
で
あ
る
、
と
い
う
こ

〔

2
〉

と
で
御
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

いわゆる『市民政府論.Il(ロック〉に関する覚書

「
市
民
政
府
」

l
i問
題
の
所
在

表
題
に
高
々
と
掲
げ
ら
れ
そ
の
直
後
副
題
(
「
市
民
政
府
の
汽
の
起
源
、
範
閥
お
よ
び

岩
波
文
庫
版
『
市
民
政
府
諭
』
を
通
読
し
て
み
る
と
、

目
的
に
つ
い
ヴ
ゴ
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
「
市
民
政
府
」

な
る
概
念
に
つ
い
て
、

直
接
に
は
い
か
な
る
実
質
的
説
明
も
与
え
ら
れ
て
い
な

北法36(1-2・437)437



説

い
こ
と
が
わ
か
る
。

表
題
と
副
題
を
除
く
と
、
本
文
中
に
「
市
民
(
的
〉
政
府
」

ぜ
ん
ぶ
で
三
箇
所
し
か
な
い
。

ま
ず
一
三

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
の
は
、

5命

(
岩
波
文
政
版
で
は
一
九
京
、
以
下
同
様
)
。

「
私
は
、
市
民
政
府
が
、

'U然
状
態
の
不
都
合
に
対
す
る
適
切
な
放
済
策
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
承
認
す
る
。
」

次
に
、
九

O
(九
一
江
)
。

「
そ
れ
故
絶
対
社
主
政
は
、
:
:
:
市
民
的
社
会
と
相
容
れ
ず
、
市
民
的
政
府
の
形
態
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
」

最
後
に
、
一
一
一
一
六
(
二
二
六
瓦
)
。

「
人
間
は
、
社
会
に
入
り
、
市
民
政
府
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
〔
原
文
は
げ
可

g
sユロ間
5丹
GEn-oqω
ロ
ι
丘
三
日
伺

2
2ロ
5
2同〕、

除
し
、
所
有
と
一
平
和
と
自
分
た
ち
の
問
の
統
一
を
保
持
す
る
た
め
に
法
を
導
入
し
た
の
で
:
:
:
。
」

日
本
刀
を
排

以
上
が
全
部
で
あ
る
。
因
み
に
、

こ
の
三
箇
所
の
原
語
は
い
ず
れ
も

l
l原
題
と
同
じ
く

llin---mo〈
巾

E
5
2
H
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
岩
波
文
庫
版
の
邦
訳
者
は
、

の
中
で
、
ロ
ッ
ク
の
所
説
中
注
意
を
要
す
る
第
一
の
点
と
し
て
、

自
然
権
の
中
に
所
有
を
数
え
、
所
有
権
の
保
障
を
、
市
民
政
府
設
立
の
大
き
な
目
的
と
み
て
い
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
(
二
四
九
頁
)
。

「
解
説
」

ロ
ッ
グ
が
「
基
本
的

こ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
原
文
を
訳
し
た
も
の
で
は
な
く
、
訳
者
御
自
身
が
自
分
の
文
章
と
し
て
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
訳
者
に
は
当
然

御
自
分
の
「
市
民
政
府
」
概
念
が
お
あ
り
の
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
何
の
解
説
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
政
治
思
想
史
家
や
憲

法
学
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
市
民
政
府
」
な
る
概
念
は
何
の
解
説
を
も
要
し
な
い
ほ
ど
自
明
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

訳
者
が
右
の

の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
「
所
有
」
・
「
所
有
権
の
保
障
」

に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
ー
l
あ
る
い
は
邪
推
か
も

「
解
説
」

知
れ
な
い
が

l
lそ
れ
を
俗
に
い
う
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
(
的
)
政
府
」

の
こ
と
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
市
民
政
府
」
・
「
市

北法36(1-2・438)438



民
的
政
府
」
と
い
う
訳
語
の
動
揺
も
(
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
H
え
そ
う
し
た
推
定
を
前
提
に
す
れ
ば
、
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確

か
に
右
の
引
用
中
九

O
に
限
っ
て
は
、
「
市
民
的
政
府
」
(
な
ら
び
に
「
市
民
的
社
会
」
)
は

l
l「
絶
対
君
主
政
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で

l
l

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
府
」
(
「
プ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
」
)
と
解
し
え
な
い
で
も
な
い
が
、

な
ぜ
そ
れ
が
他
の
二
箇
所
に
お
い
て
は
「
自
然
状

態
」
と
対
置
さ
れ
た
り
、
(
「
社
会
契
約
」
に
も
と
づ
く
)
「
社
会
結
合
行
為
」
と
関
連
す
る
の
か
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
冗
。

そ
れ
で
は
、

巳
i
-
八
の
一
己
宮
田

いわゆる『市民政府論Hロック〕に関する覚書ー (1)

(
一
)
以
上
の
よ
う
に
、
市
民
〈
的
)
政
府
と
い
う
概
念
の
直
接
的
説
明
を
求
め
て
も
多
く
を
得
ら
れ
そ
う
も
な
い
の
で
、
次
に
岩
波
文
庫

版
で
そ
れ
以
外
の
「
市
民
」
な
い
し
「
市
民
的
」
と
い
う
表
現
を
拾
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。

ま
ず
「
市
民
法
」
が
二
箇
所
(
原
請
は

n
Zニ
阿
君
)
、
次
い
で
「
市
民
社
会
」
な
い
し
「
市
民
的
社
会
」
が
最
も
多
く
合
わ
せ
て
二
二
箇
所

(
た
だ
し
原
典
で
は
二

O
筒
所
、
こ
の
差
は
訳
出
上
の
技
術
的
要
請
に
よ
る
も
の
、
原
ぷ
は
い
ず
れ
も
巳

ironrC)
に
出
て
て
く
る
。
あ
と
は
た
だ
一
箇

所
、
「
市
民
的
政
治
制
度
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
(
こ
の
訳
活
か
ら
原
訟
を
正
し
く
逆
推
で
き
る
人
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
原
認
は
な

(
8
)
 

ん
と

2Co--ミ
な
の
で
あ
る
け
じ
。
以
上
、
が

l
l見
落
し
が
な
け
れ
ば
|
|
岩
波
文
庫
版
に
出
て
く
る
「
市
民
」
な
い
し
「
市
民
的
」
と
い

う
表
現
の
す
べ
て
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
巳
己
-
と
い
う
形
容

こ
れ
ら
の
箇
所
に
は
誰
が
見
て
も
す
ぐ
に
気
が
つ
く
は
ず
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
。

詞
を
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
に
、
邦
訳
に
は
「
市
民
」
と
い
う
言
葉
、
が
独
立
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
な
い
し
、
原
典
に
も
、
も
し
か

し
て
「
市
民
」
に
当
た
る
か
も
知
れ
な
い
名
詞
ー
ー
ー
た
と
え
ば
丘
三

N
B
と
か
ぎ

5
m
g
-
m
l
lは
全
く
姿
を
見
せ
な
い
。
抵
抗
権
を
説
い
た

有
名
な
件
り
(
特
に
第
一
九
章
〉
に
お
い
て
も
、

不
法
な
政
府
に
対
す
る
抵
抗
の
主
体
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、

「
市
民
」
(
な
い
し
「
プ
ル
ジ
ヨ
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説

ア
」
)
で
は
な
く
「
人
民
」
会
官
官

a
r
u官
官
F
K
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
後
述
す
る
〉
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
だ
け
で
も
す
で
に
、

丘
三
}
を
「
市
民
」
(
な
い
し
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
)
の
形
容
詞
と
解
す
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
を
「
市
民
」

論

「
市
民
的
」
と
訳
す
こ
と
に
跨
踏
を
感
じ
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、

な
い
し

突
は
、

原
典
に
は

n-i-
と
い
う
形
容
詞
が
付
い
て
い
る

の
に
邦
訳
で
は
そ
れ
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
l
l
l
つ
ま
り
、
岩
波
文
庫
版
の
邦
訳
者
を
も
っ
て
し
て
も
さ
す
が
に
「
市
民
」
・
「
市
民
的
」

と
は
訳
し
え
な
か
っ
た
箇
所

i
lが
一
つ
あ
る
の
だ
。

「
八
三
結
婚
の
す
べ
て
の
目
的
は
、
政
治
的
支
配
〔
原
語
は
也
C
E
K
m
O
2
2
B
2ぺ
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
後
述
す
る
〕
の
下
に
お
い
て
も
、

、
、
、

自
然
状
態
に
お
い
て
と
同
じ
よ
う
に
迷
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
為
政
者
は
、
そ
う
い
う
目
的
:
:
:
の
た
め
に
木
来
必
-
事
な
夫
婦

ど
ち
ら
か
の
権
利
も
権
力
も
決
し
て
制
限
は
し
な
い
。
」
(
八
五
頁
〉

こ
の
件
り
の
「
為
政
者
」
と
い
う
箇
所
の
原
語
は
、
実
は
岳
ぬ
町
民
同
V
N
.
N

自
白
ぬ
匂
佐
々
丘
町
な
の
で
あ
る
日

因
み
に
、
自
由

mzzz
の
語
に
丘
三
一
と
い
う
形
容
詞
が
付
い
て
い
る
の
は
こ
の
箇
所
だ
け
だ
が
、
こ
の
語
は
原
典
に
は
他
に
も
(
先
に

(
5
)
 

説
明
し
た
よ
う
な
仕
方
で
数
え
た
だ
け
で
)
一
二
箇
所
ほ
ど
出
て
く
る
(
岩
波
文
庫
版
で
は
ほ
ぼ
「
為
政
者
」
と
い
う
訳
語
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
訳

誌
は
後
述
す
る
よ
う
に

m
C
2
2
2
に
も
宛
て
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
)
。

こ
の
語
、
が
ロ
l
マ
の
居
間

m
E
E
Z印
(
「
政
務
官
」
〉
に
由
来
す
る
こ
と
は
指

摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、

「
君
主
」
を
筆
頭
に
「
大
臣
」
や
そ
の
「
下
僚
」
を
も
含
め
た
い

「
行
政
(
府
)
の
中
に
あ
る
人
」
(
司
}
5
2
2
手
a
Z
5
F
O

ロ
ッ
グ
の
場
合
そ
れ
は
、

具
体
的
に
は
、

わ
ば
「
行
政
府
の
構
成
員
」
を
指
し
て
い
る
。
「
執
行
(
権
〉
者
」

(
2
2口問。弓

注
目
』
回
目
的
可
白
色
D

ロ
)
と
い
う
表
現
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
度
ず
つ
だ
け
だ
が
出
て
く
る
。

そ
れ
を
何
と
訳
す
の
が
最
適
か
は
別
に
し
(
切
、
実
質
的
に
は
こ
う
し
た
意
味
を
も
っ
語
に
巳
色
と
い
う
形
容
詞
が
付
い
て
い
v

る
わ
け
で

た
と
え
ば
「
市
民
(
的
)
為
政
者
」
で
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

岩
波
文
庫

こ
の
場
合
、

版
の
邦
訳
者
が
こ
の
件
り
で
苦
吟
さ
れ
た
の
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
、
が
、
訳
者
は
、

そ
こ
で
立
ち
止
っ
て

i
i
7
「
市
民
(
的
ど
と
い
う
御
自
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分
の
理
解
を
再
検
討
す
る
代
り
に
、
そ
う
し
た
理
解
に
立
つ
限
り
う
ま
く
訳
せ
ぬ
こ
の
形
容
調
を
あ
っ
さ
り
訳
し
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
日
(ニ
)

2

4
戸、が

i
t
N
B
や

r
o
E
G
g
-印
の
形
容
詞
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
名
詞
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
占
山

に
つ
い
て
有
力
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、

l
l前
述
の
よ
う
に
二
箇
所
に
し
か
出
て
こ
な
い
の
だ
が
1
1
1
「
市
民
法
」
(
号
三
三

と
い
う
語
の
用
法
で
あ
る
。

ま
ず
五
九
土
こ
頁
〉
で
は
、

(1) 

「
こ
の
こ
と
↑
息
子
が
父
と
同
じ
理
解
カ
ハ
情
性
)
を
も
っ
に
い
た
る
土
、
息
子
も
ま
た
か
〈
と
同
じ
く
自
由
人
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
〕
は
、
自
然

法
で
あ
れ
市
民
法
で
あ
れ
、
人
間
が
服
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
に
〔
を
?
〕
通
じ
て
〔
E
Eロ
号
。
]
白
耳
目
白
自
由
口
町

ω=zo♂
耳
}M2r耳
目
白
丹
ロ

g
-
2

2
i
c
官
パ
で
あ
る
」

いわゆる『市民政府論.ll(ロック〕に関する覚書

と
し
て
、
「
市
民
法
」

は
「
自
然
法
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。

の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
英
国
〔
の
〕
法
」

2
Z
F
唱
え
開
口
包

EL)
で
あ
り
(
六
一
五
)
、

「
市
民
法
」

そ
の

さ
ら
に
こ

の
五
九
の
末
尾
ハ
六
一
三
京
)
で
は
、
息
子
が
自
由
状
態
に
達
す
れ
ば
、

「
〔
父
と
息
子
が
〕
平
等
に
同
じ
法
に
服
:
:
:
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
た
ん
に
内
然
状
態
〔
に
、
そ
し
て
〕
自
然
法
の
下
に
あ
る
と
、
か
る
確
立
さ
作

た
政
府
の
実
定
法
〔
原
誌
は
子
。
目
U
S
E
s
-同司問。『

B
E
E
r
]
2
7
E
m
o
Z
E
5
0ロ
ペ
間
0
2
5
gぬ
ロ
件
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
と

り
あ
え
ず
む
波
文
庫
版
の
邦
訳
に
従
っ
て
論
を
進
め
る
〕
の
下
に
あ
る
と
で
変
り
は
な
い
」

と
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、

ロ
ッ
グ
の
言
う
丘
三
ご
田
君
と
は
、
1

1

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
(
社
会
の
)
法
」
や
私
的
自
治
に
立
脚
す
る
(
近
代
的
〉
「
市
民
法
」

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
言
え
ば

「
あ
る
確
立
さ
れ
た
政
府
の
実
定

の
こ
と
な
ど
で
は
全
く
な
く

l
l「
自
然
法
」
と
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

北法36(1-2・441)441



説

イ
Y
グ
ヲ
y
ド

「
英
国
の
法
」
を
そ
の
一
具
体
例
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
疑
問
の
余
地
な
く
確
認
す
る
と
と
が
で
き

法
」
の
こ
と
で
あ
り
、

る
の
で
あ
る
。

言命

そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
丘
三
一
と
は
、
社
会
契
約
論
に
お
い
て
「
自
然
状
態
」
と
対
置
さ
れ
る
(
「
社
会
状
態
」
"
)
「
回
家
状
態
」

ず
ば
り
言
え
ば
ラ
テ
ン
語
の
丘
三
仲
間
的
(
岡
、
国
家
〉
の
形
容
詞
な
の
で
は
な
い
か
、
と
見
当
が
つ
い
て
く
る
。

で
は
な
く
、
「
国
(
家
)
の
法
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
あ
。

に
か
か
わ
る
表
現
で
あ
り
、

丘
三
日
目
白
ぎ
と
い
う
の
も
し
た
が
っ
て
、
「
市
民
法
」

現
に
ロ
ッ
ク
は
、
も
う
一
箇
所
「
市
民
法
」

に
言
及
し
て
い
る
件
り
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
+
印
同
町
恥
は
酌
恥
仙
件
全
仲
〔
原
語
は
手
め
司
r
c
r
r
c身同)色目江口〕

る
o
」
(
九
四
・
註
2
、
九
九
真
、
た
だ
し
フ
l

ヵ
ー
か
ら
の
引
用
)

の
法
で
あ
る
か
ら
、

し
た
が
っ
て
そ
の
同
体
の
各
部
分
の
ど
れ
を
も
支
配
す

「
政
治
団
体
」
と
い
う
表
現
は

l
l現
在
で
は
真
先
に
た
と
え
ば
「
政
党
」
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
ら

l
lき
わ
め
て
ミ

ス
リ
i
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
が
、
そ
の
原
語
ゲ
O
門苛回以
C
E
W
は
本
著
に
こ
の
他
に
も
八
箇
所
ほ
ど
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、

邦
訳
の

「
相
互
に
同
意
し
て
一
筒
の
協
同
体
〔
原
諸
は

8
5
5ロ
巳
門
司
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
が
て
後
述
す
る
〕
を
結
び
、
一
つ
の
政
治
団
体
〔
σ
邑
可
eUD--C
口〕

を
作
ろ
う
と
協
定
す
る
」
(
一
問
、
二

O
頁
)

「
白
然
状
態
に
お
い
て
何
人
か
の
人
々
、
が
社
会
関
係
〔
原
語
は
単
に

E
n
-
o
q、
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
〕
を
取
結
び
、
こ
う
し
て
一
自
の
最
高

政
府
の
下
に
あ
る
一
つ
の
同
氏
〔
原
語
は

2
5
℃
2
1
0〕
を
な
し
、
一
つ
の
政
治
体
〔
ず
C
L
可
吉
富
山
口
〕
を
作
る
」
(
八
九
、
九
O
t
九
ご
ろ

等
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
契
約
"
国
家
契
約
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
政
治
体
」
1
1
2
も
っ
と
直
訳
す
れ
ば
「
ポ
リ
ス
体
」
e

i

-

-

の
こ
と

で
あ
る
。

因
み
に
、
今
私
の
手
許
に
あ
る
唯
一
の
英
和
辞
典
は
1

1
些
か
皮
肉
な
こ
と
に

lll『
岩
波
・
英
和
辞
典
』
ハ
山
村
・
土
居
・
田
中
編
〉
だ
が
、

「
共
同
体
た
る
国
民
、
国
家
」

そ
こ
で
は
こ
の
ゲ
。
仏
可
℃
己
主
ロ
に

と
い
う
訳
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に

「
ポ
リ
ス
」

そ
の
司
も
の
、
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(
ラ
テ
ン
語
で
言
え
ば
)
「
キ
ヴ
ィ
タ
ス
」
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
右
の
九
四
・
註
2
は
、
己
己
ニ
白
老
が
こ
の

「
ポ
リ
ス
」
u
「
キ
ヴ
ィ

タ
ス
」
全
体
の
法
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
三
)
右
に
述
べ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
の
場
合
、

2
4己
と
い
う
語
は
丘
三
件
図
的
か
ら
き
た
形
容
詞
で
あ
っ
て
、

「
市
民
社
会
」
(
口
守
口

g
己
2
三
と
い
う
語
の
用
法
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
国
(
家
)
」

か
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
は
、

の
よ
う
に
こ
の
語
は
原
典
に
一
一

O
箇
所
ほ
ど
出
て
く
る
が
、
そ
の
用
語
法
に
即
し
て
ロ
ッ
ク
の
い
う

n
p
i
r
o
n
-
m
q
の
主
要
な
特
徴
を
摘
記

し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(1) 

「
自
然
状
態
」
と
対
置
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
自
然
状
態
に
あ
っ
た
複
数
の
人
々
の
い
わ
ば

「
社
会
結
合
行
為
」
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
己
主
目
。
門
広
々
を
つ
く
り
そ
の
中
(
そ
の
関
係
・
状
態
)
に
入
っ
た
人
々
は
、
そ
れ
「
に
属

し
」
、
そ
の
「
部
分
」
な
い
し
「
構
成
員
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ま
ず
こ
の

2
i
r
o
n
-
2可
は
、

いわゆる『市民政府論Hロック〉に関する覚書

人
々
は
な
ぜ
自
然
状
態
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
互
い
に
結
合
し
て

i
i
z
s
r
q
を
つ
く
る
の
か
。
そ
れ
は
自
然
状
態
の
不
都
合
を
た
だ
す

た
め
で
あ
る
。
ど
こ
に
自
然
状
態
の
不
都
合
が
あ
る
の
か
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
自
然
法
の
執
行
は
各
人
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
犯
罪
や

争
い
が
起
っ
た
と
き
に
訴
え
る
べ
き
機
関
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
各
人
は
自
分
自
身
の
事
案
に
つ
い
て
自
ら
裁
判
官
と
な
ら
ざ
る
を

え
ず
、
そ
の
判
断
に
一
偏
り
が
生
じ
や
す
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
罪
を
犯
し
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
人
々
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
自
然
法
を

執
行
し
よ
う
と
す
る
人
々
は
大
き
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
不
都
合
を
是
正
し
て
、

(

日

出

)

と
い
う
目
的
の
た
め
に
、

2
2
r
R目
白
々
が
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

安
全

l
!特
に
「
所
有
」
1
1ー
を
確
保
す
る

し
た
が
っ
て
ロ
守
口

g巳
ミ

は
1

1
し
ば
し
ば
「
戦
争
状
態
」

(
日
目
)

で
あ
る
。

の
生
じ
う
る
自
然
状
態
と
は
異
な
り

l
l「
平
和
状
態
」

社
会
関
係
を
結
び
そ
れ
に
入
る
に
当
た
っ
て
、
各
人
は
右
の
よ
う
な
「
向
然
法
執
行
権
」
(
白
ら
白
然
法
を
執
行
す
る
権
利
)
を

i
i
r
o
n
E可
に

も

こ

う

し

て

2
8
3は
長

率

」

l
具
体
的
に
は
容
に
そ
の
構
成
員
の
犯
し
た
罪
に
対
し
て
い
か
な
る
罰
を
加
え
る
べ
き
か
を
定
め か

前
述

こ
の
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説

る
共
通
の
)
「
皆
」
と
(
そ
れ
に
も
と
守
つ
い
て
共
休
的
事
案
に
つ
い
て
判
断
H

判
決
を
下
す
)
「
裁
判
」

|
lと
さ
ら
に
(
特
に
そ
れ
ら
の
法
な
ら
ひ
に
判
決
を

(
紅
)

執
行
す
る
た
め
の
)
「
執
行
権
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
自
然
状
態
と
巳

iron-mq
と
を
分
か
つ
決
定
的
指

(
沼
)

標
と
さ
れ
、
丘
三

r
2
F
m
q
(関
係

)

「

な

ん

び

と

も

そ

の

な

ま

-snEM1
の
)
法
を
免
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

(
お
)

(
九
回
、
九
八
頁
参
照
)
と
さ
れ
る
。

言命

に
あ
る
人
は
そ
れ
ゆ
え

さ
ら
に
、
こ
の
口

E
Z
2
5可
は

l
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
た
が
い
l

|
複
数
の

(
辺
)

初
の
統
治
者
で
あ
っ
た
と
い
う
(
「
ポ
リ
ス
」
什
)
。

リ
ス
社
会
」
H

「
キ
ヴ
ィ
タ
ス
社
会
」
什
)
、

(
お
)

的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「家」

3
2
2
Z
Eと
か
ら
成
り
、

君
主
が
そ
の
最

(
部
)

n-iron-由
々
の
語
は
、

35-s-gn-2UH
と
等
置
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
(
「
ポ

2
5
5
0口
当
白
色
岳
(
「
同
家
」
、
後
述
す
る
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
こ
の
訴
を
丘
三
宮
田
の
意
味
で
川
い
る
)
と
も
互
換

ま
た
、

こ
れ
が
(
近
代
的
な
)
「
市
民
社
会
」
1
1
1
政
治
社
会
な
い
し
国
家
と
対
立
す
る
私
的
な
「
経
済
社
会
」
(
あ
る
い
は
、
そ
う
呼
び
た
け
れ
ば
「
プ
ル

三
下
一
社
会
」
と
J
U

っ
て
も
よ
い
)
ー
ー
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、

に
遡
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
政
治
思
考
の
基
本
的
枠
組
の
一
つ
で
あ
る
「
政
治
社
会
」
な
い
し
「
国
家
(
社
会
ど
の
こ
と
に
は
か
な
ら
な

〔お

a〉

い
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

(
四
)
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
市
民
政
府
論
』
に
お
い
て
は

n-iron-Z可
の
語
は
(
近
代
的
)
「
市
民
社
会
」
で
は
な
く
「
政
治
社
会
」

な
い
し
「
国
家
」
を
意
味
し
、
事
実
は
っ
き
り

3
E
K丘
団
O
丘
町
ミ
と
等
置
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
こ
で
念
の
た
め
、
本

書
に
お
け
る
℃
。

-
E
E
-
g
n芯
々
の
用
語
法
を
も
ま
と
め
て
お
き
た
い
の
だ
、
が
、
本
書
に
は
こ
れ
と
全
く
区
別
な
し
に
七
三

E
n
印。

n-E可
と

(幻〕

い
う
表
現
も
出
て
く
る
の
で
、
以
下
こ
の
両
者
を
検
討
し
た
結
果
を
一
括
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
全
体
と
し
て
、
原
典
に
は
ち
ロ
江
口
出
。
口
広

q
が
七
箇
所
に
、
宮
口
片
付
出

-
g
n目
立
可
の
方
が
一
五
箇
所
、
都
合
二
二
箇
所
仏
登
場
し
、

岩
波
文
庫
版
で
は
1

l
前
者
が
1

l
一
箇
所
だ
け
「
政
治
か
社
会
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
除
く
と
す
べ
て
「
政
治
社
会
」
と
訳
さ
れ
て
い
問
。
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ζ

の
「
政
治
社
会
」
も
「
自
然
状
態
」
と
対
置
さ
れ
、

の
用
例
が
庄
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、
そ
の

「
契
約
」
(
な
い
し
「
川
忠
」
)
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。

両
語
を
通
じ
て
こ
の
関
係

「
構
成
員
」

は
、
こ
の
社
会
を
つ
く
り
な
い
し
そ
れ
に
加
入
す
る
に
当
た
っ
て
、
白
分
で
「
所
有
」

を
保
全
し
罪
を
犯
し
た
者
を
罰
す
る
「
自
然
的
権
力
」
を
放
棄
し
て
こ
の
社
会
に
渡
す
し
、
こ
の
社
会
は
逆
に
「
立
法
権
」

(担〕

現
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
語
が

8
8
5
0ロ
4
2
r
r
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
に
も
事
欠
か
な
い
。

前
出
の

2
i
r
o
n
-
m
q
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

の
主
体
と
し
て

「
政
治
社
会
」
が

こ
の

いわゆる『市民政府論.!l(ロック〕に関する覚書 (1) 

nFi-
由。
n
5
q
の
場
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
前
面
に
出
て
こ
な
か
っ
た
点
だ
が
、
℃
。
-zrn(同日)印
on広
々
の
語
は

(
沼
〉

(
F
E
g
と
の
対
比
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
、
「
家
」
(
な
い
し
「
父
権
」
)
と
の
原
理
的
相
違
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
白
に
つ
く
。

「家」

声
由
主
-
、

千
J

争
J

こ
れ
は
言

う
ま
で
も
な
く
1
1
1
(
も
と
も
と
ア
ダ
ム
に
発
す
る
)
「
父
権
」
に
す
べ
て
の
権
力
の
源
泉
を
求
め
よ
う
と
す
る
1
l
i
絶
対
君
主
政
擁
護
論
者
を
批

判
す
る
た
め
の
限
目
と
な
る
論
点
だ
が
、
ロ
ッ
ク
は
|
|
円
十
く
も
本
書
の
第
一
章
「
序
説
」
(
二
土
二
〉
に
お
い
て
|
i
l
「
国
家
の
支
配
者
」

(
除

Z
-
2
c
h
m
8
5
5
2
3出
r
Z
と
「
家
父
」
(
同

E
r
2
0同
臼

E
E
-
-可
)
の
相
違
を
「
政
治
権
力
」
(
宮
-
E
E
-
-
5
3こ
の
有
無
に
求
め
て
い
る

(八

t
九
氏
)
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
家
」
(
な
い
し
「
父
権
」
〉
と
の
対
比
が
念
頭
に
あ
る
と
き
、
「
政
治
(
権
力
を
も
っ
)
社
会
」
の
語
を
用

い
た
く
な
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
に
は
こ
の
旬
。

-
5
2ご
u
c
g
2
の

語

が

一

三

箇

所

ほ

ど

に

出

て

く

る

。

ま

ず

第

一
章
「
序
説
」
(
一
一
一
)
に
、
「
政
治
権
力
と
は
、
所
有
を
規
制
し
保
全
す
る
た
め
に
死
刑
ー
ー
し
た
が
っ
て
そ
れ
よ
り
も
軽
い
す
べ
て
の
刑
罰

ー
ー
ー
を
と
も
な
う
法
を
つ
く
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
法
を
執
行
す
る
に
当
た
り
ま
た
外
部
か
ら
の
侵
害
か
ら
国
家

(
8
5目
。
ロ
ヨ

2-F)
を

防
禦
す
る
に
当
た
っ
て

g
S
S
E
L
m
の
カ
を
用
い
る
権
力
で
あ
る
」
ハ
九
五
参
照
〉
と
い
う
。
「
父
権
」
と
「
政
治
権
力
」
(
そ
れ
に
「
専
制
権

力
」
〉
に
つ
い
て
総
括
し
た
第
一
五
章
(
一
じ
二
で
は
、
も
っ
と
詳
し
い
説
明
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
政
治
権
力
」
と
は
、
も
と

も
と
各
人
が
自
然
状
態
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
|
|
自
然
法
違
反
を
罰
す
る
1
1
1
権
力
が
社
会
の
手
に
、

そ
の
い
わ
ば
定
義
と
し
て
は
、

そ
し
て
そ
の
(
社
会
)
の
中
で
は
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説

「
社
会
が
そ
れ
自
身
か
'
h
忘
設
け
た
統
治
者
(
偶

2
2
5
2
)
に
」
〈
一
七
三
一
丸
参
照
〉
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
匂
い
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
後
も
な
お
、

「
社
会
の
構
成
員
の
企
命
、
岳
山
町
、
除
世
(
吉
田
田
町
田
回
目
に
一
時
)
を
保
全
す
る
こ
と
以
外
の
目
的
な
い
し
基
準
を
も
ち
え
な
い
」
(
一
七
四
一
良
参
照
)
@

論

「
法
を
つ
く
り
そ
れ
?
法
〉
に
罰
を
付
加
す
る
権
力
」
(
向
上
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
目
的
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
こ
の
権
力
も
ま
た
、
契
約
と
協
定
、
そ
れ
に

2
5
5
z
E々
を
つ
く
る
人
々
の
相
互
の
同
意
に
の
み
、

そ
れ
は

Uこ

そ
の
起
原
を
も
っ
て
い
る
J

(
同
上
)
以
上
ロ
ッ
ク
の
説
く
「
政
治
権
力
」

す
で
に
「
政
治
社
会
」
を
意
味
す
る
用
語
(
己
主

Lo--片山門
Lo--Hg-snE可
)
を
検
討

の
内
容
は
、

し
た
際
に
お
な
じ
み
に
な
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
ち
ろ
ん
、

ロ
ッ
ク
の
い
う
「
政
治
社
会
」
と
は
ま
さ
に
そ
う
し
た

内
容
を
も
っ
「
政
治
権
力
」
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
政
治
権
力
」
は
、
一
言
に
し

て
い
え
ば
「
立
法
権
」
と
「
執
行
権
」
を
併
せ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
執
行
機
」
の
中
で
は
「
法
の
執
行
」
、
と
り
わ
け
「
刑
罰
権
」

の
行
使
ー
ー
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
な
ら
む
し
ろ
「
司
法
(
権
)
」
と
呼
ぶ
も
の
1
1
1
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が

「
政
治
権
力
」
と
呼
ぶ
も
の
と
は
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
「
司
法
権
」
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
〈
少
な
く
と
も
た
て
ま
え
の

上
で
は
)
非
政
治
的
な
権
力
で
あ
る
し
、

「
政
治
権
力
」
は
と
り
わ
け
「
執
行
権
」
(
な
い
し
「
行
政
」
)
に
刻
し
て
方
向

や
目
的
を
与
え
る
力
で
あ
る
。
「
立
法
権
」
・
「
司
法
権
」
・
「
執
行
権
」
を
包
摂
す
る
権
力
の
総
体
を
、
わ
れ
わ
れ
な
ら
む
し
ろ
『
国
家
権
力
」

と
呼
ば
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
が
考
え
る

ポ
リ
ス

回
以
。
宮
山
門
(
巳
)
と
い
う
形
容
調
の
付
い
た
他
の
表
現
を
も
検
討
し
て
お
く
と
、
-
〕
。
身
ー
唱
。
宮
山
口
〈
n
「
政
治
体
」
・
「
国
家
」
〉
に
つ
い

て
は
す
で
に
前
述
し
た
が
(
本
節
・
ニ
)
、
七
六
の
吾
巾
℃
己
主

n
g
C
E
R
Z
〈
「
政
治
的
君
主
」
、
七
九
問
〉
は
「
政
治
社
会
な
い
し
園
長
の
君

主
」
の
意
で
あ
り
、
一
一
一
一
五
・
註
(
フ
l
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
〉
の
ぽ
耳
印
唱
。

EFn(「
政
治
的
法
」
、
一
一
一
一
八
頁
)
も
ま
ち
が
い
な
く
「
・
奴
治
体
な
い

し
国
家
の
法
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

事
の
序
に
、

一
三
四
・
註
(
同
じ
く
フ
l
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
〉
の
吾
命
者
}
5
r
旬
。
宮
町
内
自
己
辛
口
仏
m
R
B
m口
も
、 さ

ら
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実
質
的
に
は
ー
ー
そ
の
少
し
前
に
出
て
く
る

i
g
F
3
E
n
g
n
5
5
0同
g
h
と
同
じ
も
の
を
指
し
1
1
1
「
政
治
社
会
(
な
い
し
国
長
)
に

属
す
る
人
々
の
全
体
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

次
に
、
「
ポ
リ
ス
」
を
語
原
と
す
る
名
詞
に
移
る
と
、
一

O
二
の

E
B
n
匂

O
E
W
E
S
(
「
政
治
家
た
ち
」
、
一

O
六
頁
〉
は
、
そ
れ
こ
そ
ハ
国
政

を
預
る
)
「
為
政
者
」
と
で
も
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
二
一
九
に
は
白

B
3
R弓
古
田

MO-xw印
(
「
政
治
に
お
け
る
神
秘
」
、
一
二
九
頁
)
と
い

(
姐
)

う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
こ
の

-Mo--件
叫

2
は
「
政
治
」
で
は
な
く
や
は
り
「
政
治
学
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
言
う
ま

(
H
H
}
 

の
起
原
は
ギ
リ
シ
ア
の
「
ポ
リ
ス
学
」
に
あ
り
、

で
も
な
く
「
政
治
学
」

一
七
位
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
も
ー
ー
ほ
か
な
ら
ぬ
ロ
ッ
ク

いわゆる『市民政府論H ロック〉に関する覚書 (1) 

の
本
著
が
示
し
て
い
る
よ
う
に

l
l依
然
と
し
て
深
く
そ
の
伝
統
に
根
ざ
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
最
後
に
、

ポ

リ

ス

、

、

(

比

四

)

る
唱
。

-
E
2
は

l
l
g身
宮
口
丘
町
と
同
じ
く

i
l「
政
治
体
」
な
い
し
「
国
家
」
を
指
し
て
い
る
。

五
箇
所
に
複
数
形
で
出
て
く

以

上

を

要

す

る

に

、

『

市

民

政

府

論

』

に

関

係

す

る

用

語

は

l
i多
か
れ
少
か
れ
「
ポ
リ
ス
」
の
原
義
を
と
ど
め

て
l
l
|
い
ず
れ
も
「
国
家
」
の
含
意
を
も
ち
、
そ
の
多
く
は
む
し
ろ
ま
ず
「
国
家
」
と
い
う
言
葉
で
考
え
た
方
が
正
し
い
理
解
に
つ
な
が
り

や
す
い
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

に
出
て
く
る
「
政
治
」

(
五
)
本
節
の
最
後
に
、
(
ご
で
触
れ
な
が
ら
ま
だ
解
決
を
与
え
て
い
な
い
三
i
-
の
用
語
巴
戻
っ
て
、
本
節
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

ま
ず
、

l
l岩
波
文
庫
の
邦
訳
者
を
も
っ
て
し
で
も
さ
す
が
に
「
市
民
的
為
政
者
」
と
は
訳
し
え
な
か
っ
た

l
i
l八
三
の
岳
白
己
正
目
?

「
国
家
の
」
「
国
政
(
「
国
家
権
力
」
と
言
っ
て
も
よ
い
)
を
預
か
る
為
政
者
」
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
説
明

円

胡

}

つ
ま
り
単
な
る
「
下
僚
」
も
含
ま
れ
う
る
の
だ
か
ら
、
実
は
ロ
-i-
と
い
う
形
容

m問
中
田
仲

E
片
品
だ
が
、

こ
れ
が

な
い
し

を
要
し
ま
い
。

B
B
m
F又
E
Z
に
は
「
従
属
的
な
」
そ
れ
、

詞
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
紛
れ
も
な
く
「
為
政
者
」
の
意
味
に
な
る
と
も
言
え
る
Q

そ
の
意
味
で
は
、
岩
波
文
庫
版
の
邦
訳
は
結
果
的
に
は
ま

ち
が
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
全
く
の
ま
ぐ
れ
あ
た
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
残
っ
た
の
は
こ
三
九
の
丘
三
ご
5
一
】
片
司
、
「
市
民
的
政
治
制
度
」
と
訳
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
正
直
に
言
っ
て
そ
の
前
後
に
は
必
ず
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説

こ
の
語
、
が
ア
l
ヵ
l
の

2
n
-
2
2
2
-
gご
ち
ロ
ミ
(
「
教
会
政
治
」
、
二
凶

on)
と
対
比
さ

れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
フ

l
カ

l
の
著
書
は
司
市
民
政
府
論
』
で
も
何
箇
所
か
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
(
『
プ
リ
タ
ニ

カ
』
に
よ
る
と
)
原
題
は
E
(
目
ぬ
宮
∞

g
g
o同
)
F
2
5
ぇ
F
n
-
2
5
m
t
c
L
句
。
宮
、
、
監
督
制
教
会
に
対
す
る
長
老
派
の
批
判
に
反
論
す
る

に
つ
い
て
の
原
理
論
が
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
そ
れ
を
教
会
と
国
家
の
統
治
に
つ
い
て
適
用
す
る
と

し
七
完
全
に
は
理
解
で
き
ぬ
件
り
も
あ
る
の
だ
が
、

モι
日間

た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
ま
ず
「
法
」

い
う
形
で
議
論
を
進
め
て
い
る
ら
し
い
。
因
み
に
、
(
こ
れ
も
た
ま
た
ま
子
近
に
あ
っ
て
参
看
で
き
た
£
ロ
S
E
E
d〈
2
E
虫
色
S
旬
、
切
に
よ
る
と
U

吉
宮
可
と

3
F
U刊
の
両
語
は
同
義
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
句
。
口
々
が
統
治
の
形
態
や
方
法
と
い
う
合
意
が
強
い
の
に
対
し
て
、
旬
。
ロ
ミ
の

方
は
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
統
治
行
為
と
い
う
合
意
が
強
い
(
こ
の
点
、
岩
波
文
山
版
の
邦
訳
は
逆
に
な
っ
て
い
る
〉
。
ま
た
、

教
会
に
関
し
て
は
、
信
仰
や
教
義
と
区
別
し
て
管
理
(
な
い
し
行
政
)
や
統
治
(
注
目

E
2
5
E口
同

E
m
o
S
E
S
gと
に
か
か
わ
る
こ
と
を
言

う
場
合
に
好
ん
で
℃
。
口
々
の
語
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
Q

以
上
に
よ
っ
て
、
フ

l
カ
!
の
著
書
は
『
教
会
統
治
に
関
す
る
法
』
を
論
じ
た
も

の
で
あ
り
、

nFi-
℃。

-ru刊
は
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
(
陀
俗
の
)
「
国
家
の
統
治
」
〈
「
国
政
」
と
す
回
っ
て
も
よ
い
〉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
と

(
灯
)

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

nZF{
℃
OFM刊
は
「
市
民
」
ハ
な
い
し
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
)
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
「
市
民
的
政
治
制
度
」

(
岨
)

は
ま
さ
に
歴
史
的
大
誤
訳
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
訳

註

(

1

)

岩
波
文
庫
版
の
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
そ
の
他
の
邦
訳
の
表
題
は
、
司
政
治
論
』
、
『
デ
モ
グ
ラ
ジ
イ
の
本
質
』
、
『
民
主
政
治
論
!
|
国
家
に
関
す
る
第
一
一

論
文

l
l
h
『
統
治
論
、
第
一
筋
1
1
4
政
府
に
つ
い
て

l
l』
等
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
原
題
中
の
口

Z
の
誌
を
直
按
に
邦
訳
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
な

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

ハ2
)

以
下
本
稿
で
は
、
表
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
岩
波
文
時
阪
の
邦
訳
に
対
し
て
か
な
り
忌
俸
の
な
い
本
見
を
述
べ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

一
介
の
素
人
に
す
ぎ
ね
私
が
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
題
の
所
在
に
想
到
し
、
ま
た
あ
ま
り
時
間
や
労
力
を
曲
目
さ
ず
に
と
も
か
く
も
私
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が

北法36(1-2・448)448



(1) 

で
き
た
の
は
、
岩
波
文
庫
本
と
い
う
入
手
し
や
す
い
形
で
邦
訳
が
存
在
し
て
い
た
お
蔭
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
は
っ
き
り
言
っ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、

1

1
以
下
に
そ
の
一
端
を
具
体
的
に
一
万
す
よ
う
に

i
l邦
訳
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
用
品
志
と
評
す
る
は
か
な
い
岩
波
文
郎
阪
で
も
、
そ

れ
を
一
読
す
れ
ば
原
著
の
基
木
的
な
論
旨
を
ほ
ぼ
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
原
著
の
論
理
機
成
の
も
つ
素
朴
な
透
明
さ
に
負
う
も
の
と
言
わ
な

く
て
は
な
る
ま
い
。

(

3

)

本
稿
に
お
け
る
岩
波
文
庫
版
か
ら
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
訳
者
の
付
さ
れ
た
傍
点
は
す
べ
て
除
主
、
祭
者
(
石
川
)
の
必
要

に
従
っ
て
新
た
に
傍
点
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
引
用
中
〔
〕
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

(

4

)

後
述
す
る
よ
う
に
、
円
一
三

-gm-2可
に
も
「
市
民
社
会
」
・
「
市
民
的
社
会
」
と
い
う
一
一
通
り
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
じ

こ
と
が
言
え
よ
う
。

(

5

)

突
は
九

O
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
後
の
と
こ
ろ
ま
で
読
め
ば
、
絶
対
君
主
政
が
「
市
民
的
社
会
」
と
相
容
れ
ず
、
「
市
民
的
政
府
」
の
形
態
で
は
あ
り

伺
げ
な
い
こ
と
の
閣
内
由
と
し
て
、
そ
の
下
で
は
絶
対
君
主
と
そ
の
臣
民
の
間
が
「
自
然
状
態
」
に
あ
る
か
ら
、
と
い
う
趨
旨
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
九

一
t
九
二
頁
〉
。

(

6

)

五
九
(
六
一
一
貝
て
九
四
・
誌

2
〈
九
九
頁
)
。

(

7

)

七
凶
・
註
(
七
八
頁
て
第
七
章
表
題
(
八
一
頁
)
、
八
五
(
八
七
頁
、
市
民
的
社
会
、
以
下
単
に
「
的
」
と
帥
附
記
す
る
)
、
八
七
(
八
九
頁
、
的
〉
、
八
八
(
九
O
頁
て
同
上

ハ
的
)
、
八
九
〈
九
O
頁
、
的
)
、
九

O
(九
一
頁
、
ニ
箇
所
、
い
ず
れ
も
「
的
」
〉
、
九
二
(
九
五
頁
、
的
)
、
九
阿
(
九
七

t
九
八
頁
、
七
箇
所
、
い
ず
れ
も
「
的
」
、
た
だ
し
原
典
で

は
六
箇
所
)
、
九
五
(
一

O
O
頁
、
的
)
、
一

O
一(一

O
四
頁
、
的
)
、
一
七
阿
(
一
七
六
頁
、
二
箇
所
、
い
ず
れ
も
「
的
」
、
た
だ
し
原
典
で
は
一
箇
所
)
、
二
一
二
(
一
二
四
頁
ヲ

(

8

)

一
一
一
一
一
九
合
一
円

O
頁)。

(

9

)

例
外
の
方
を
挙
げ
る
と
、
「
首
長
」
〈
ニ

O
七
、
ニ

O
八
頁
)
な
い
し
「
下
級
の
官
吏
」
(
一
五
一
、
一
五
三
頁
)
・
「
下
級
の
役
人
」

2
0二
、
ニ

O
阿
頁
了
「
官
僚
」

合
二

0
・
一
二
一
頁
)
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
館
所
の
原
諸
に
は
、
号
。
円

rFO向
日

俗

間

E
E
F
O
な
い
し

zrュ2
自由開一切丹

3
5
2吉
正
古
田
古
田
印
加
γ

印

EZ(出
)
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
|
|
己
主
と
は
別
な

l
l形
容
詞
が
付
い
て
い
る
。

(
叩
)
「
君
主
」
を
指
す
最
も
顕
著
な
事
例
と
し
て
は
、
前
註
(

9

)

で
触
れ
た
「
首
長
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
筒
所
(
二

O
七
、
二

O
八
頁
〉
の
ほ
か
、
二
一
八
の

(
子
。
匂
ユ
ロ
2
:
:
:
g
)
ω
ロ
匂
耳
目
。

Bω
包
ω可
え
ぬ
と
い
う
表
現
〈
「
最
高
の
為
政
者
」
、
一
一
一
八
頁
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
大
医
や
そ
の
下
僚
」
に
つ
い
て

は
二
一

O
の

号

0
2
5
5広
Z
ω
ロ仏

E
σ
o丘
Z
四件。

B
F関
宮
武
己

E
Q大
陸
や
そ
の
も
と
に
あ
る
官
僚
」
「
二
二
頁
〉
を
、

2
0
2さ
円
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

は
二
二
二
(
「
(
最
高
の
)
執
行
催
者
」
、
二
二
二
一
貝
)
を
、
電
7
0
m
w
〈
め
円
件
r
o
U
1
r
o
E
件一回命日仏

5
5
2
R
E
5ロ
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
二
向
-
一
(
「
行
政
の
任
に
あ

北法36(1-2・449)449
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説

る
誰
か
」
、
二
四
二
頁
)
を
参
照
。
他
に
、
D
R
2
2
(
「
職
員
」
、
一
一
一
一
一
一
・
一
三
一
一
一
頁
)
、
田
四
円
g
f
℃
申
立
可
。
B
Z
円
(
「
大
官
、
小
役
人
」
、
ニ

O
二
二
一

O
四
頁
〉
と
い
う

表
現
も
あ
る
Q

(
江
)
こ
の
自
由
松
田
仲
g
g
の
も
つ
椛
カ
は
、
父
権
よ
り
は
大
き
い
が
専
制
権
力
に
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
小
さ
い
、
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
〈
一
七
四
、
一
七
六

頁
て
そ
れ
は
法
1
1
1
1
L
た
が
っ
て
立
法
府
、
究
極
的
に
は
「
人
民
」

l
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
と
き
彼
は
そ
も
そ
も

自
由
回
一
回
片
岡
忠
帽
で
あ
る
こ
と
を
や
め
専
制
君
主
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る
乙
と
つ
一

O
二
、
二

O
三
t
ニ
O
四
頁
〉
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
臼
)
言
う
ま
で
も
な
く
、
英
語
の
丘
三

-
V司
は
、
し
ば
し
ば
「
コ
モ
ン
・
ロ
l
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
ロ
l
マ
法
」
公
E
丘
三
宮
)
の
意
味
で
用
い
ら
れ

る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
「
自
然
法
」
と
対
比
さ
せ
て
「
国
(
家
)
の
法
」
の
意
味
に
用
い
て
い
る
の
で
、

l
i
l実
質
的
に
は
「
コ
モ
ノ
・
ロ

J
」
を

主
と
す
る
|
1
1
「
英
国
の
法
」
が

n
F
i
-
-田
唱
の
一
一
例
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
誤
つ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
二
・
三
洋
意
す
べ
き
こ

と
を
述
べ
て
お
く
と
|
|
。

ま
ず
、
右
の
こ
と
は
当
然
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
2
自
由
。
ロ
F
唱
の
用
語
法
に
援
ね
返
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
一
五
九
の
号
。
g
B
5
0
ロ
F
唱
え
ロ
p
g
s

〈
「
自
然
の
普
通
法
」
、
一
六
三
一
良
〉
は
、
三
七
の
そ
れ
と
悶
じ
く
「
〈
庁
人

5
共
骨
な
自
然
(
仏
)
恥
」
の
こ
と
で
あ
り
、
一
六
の
子
。
g
g
B
g
z
d「
o
t
g
目
。
ロ

(
「
理
性
の
普
通
法
」
、
一
一
二
頁
)
も
「
〈
人
間
す
べ
て
に
)
共
通
な
理
性
の
法
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
コ
モ
ン
・
ロ

l
」
と
は
1
1
も
ち
ろ
ん
法
史
学
の

テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ

l
ム
と
し
て
の
「
普
通
法
」
公
E
S
B
S
ロ
ロ
冊
目
ロ
1
7
法
・
教
会
法
)
と
も
|
1
1
何
の
関
係
も
な
く
、
九
六
の
F
o
r
d司

o
h
ロ
g
Z
3
2
丘

、

、

、

8
8
0
ロ
(
「
自
然
法
お
よ
び
理
法
」
、
一

O
一
頁
〉
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
自
然
法
」
そ
の
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

た
だ
二
二
八
の
岳
町
口
O
B
8
0
ロ
F
d
q
m
c
h
吾
色
町
g
ロ
ロ
仲
町
可
(
「
そ
の
国
の
普
通
法
」
、
一
四
三
貰
〉
だ
け
は
、
「
自
然
法
」
の
合
意
を
全
く
も
た
ず
、
む
し
ろ

「
実
定
法
」
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
「
(
最
高
権

u
立
法
権
に
固
有
な
権
限
を
含
ま
な
い
と
い
う
意
味
で
)
普
通
の
(
国
家
構
成
員
会
員
に
)
共
通
な
法
」
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
を
も
た
な
い
点
は
右
に
挙
げ
た
箇
所
と
共
通
し
て
い
る
。

本
書
に
は
、
実
質
的
に
は
こ
の
丘
三
-
r
d
q
(
「
国
ハ
家
)
の
法
」
)
と
同
じ
対
象
を
指
す
語
と
し
て
、
包
ロ
ロ
-nFU回
-
F
d
く
〈
岩
波
文
庫
版
で
は
「
国
内
法
」
〉
と
い
う

表
現
も
何
度
か
出
て
く
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は

i
l右
に
挙
げ
た
一
三
八
の
S
B
E
C
ロ
宮
司
の
場
合
と
同
じ
く
1
1
8
E
E
ミ
と
い
う
語
と
の
結
び
つ

き
が
目
に
つ
く
ハ
た
と
え
ば
ご
一
-
一
八
買
、
六
六
・
六
九
頁
、
一
七

0
・
一
七
一
一
百
円
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
詮
(
河
)
を
も
参
照
)

Q

ま
た
、
本
書
に
一
四
箇
所
ほ

ど
登
場
す
る
唱
。
包
昨
日
〈
O
U
唱
(
岩
波
文
庫
版
で
は
ほ
ぼ
「
実
定
法
」
)
も
、
た
と
え
ば
一
一
一
の
「
国
家
の
実
定
法
」
(
一
入
頁
、
す
ぐ
後
に
「
諸
国
の
国
内
法
」
)
や
本
文

に
引
用
し
た
五
九
の
「
確
立
さ
れ
た
政
府
の
実
定
法
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
お
お
む
ね
向
じ
対
象
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
一
と
五

二
の

(HZ)
司

S
E
a
-
ω
唱
え
の
C
仏
、
一
一
ニ
ム
ハ
の
E
q
司

S

E

g

g

毛
色

ω
2
J
Z
B
ハ
7
1
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
)
の
三
箇
所
は
、
「
聖
書
に
定
め
ら
れ
て

論
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いわゆる『市民政府論.ll(ロック〕に関する覚書 (1)

い
る
(
神
の
〉
錠
」
の
こ
と
を
雪
一
国
一
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
は
そ
も
そ
も
ロ

l

マ
法
の

Z
田

n
-
i
r
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
問
題
に
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
大
問
題
が
残
る
が
、

そ
れ
に
立
ち
入
っ
て
い
る
余
裕
も
用
意
も
な
い
。

(
日
)
一
四
(
ニ

O
頁
〉
、
八
九
ハ
「
政
治
体
」
、
九
一
一
良
〉
、
九
五
(
「
政
治
体
」
、
一

O
O頁
〉
、
九
七
円
「
政
治
体
」
、
一

O
一
頁
)
、
一
一
八
ハ
一
二
三
貝
〉
、
一
一
一
一
五
・
註
1

〔一

三
八
頁
、

7
1
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
、
原
文
は
一
箇
所
〉
、
一
八
八
ハ
一
九
一
頁
て
一
一
一
九
〈
一
二
九
頁
)
。

岩
波
文
庫
版
で
は
こ
の
う
ち
、
布
に
摘
記
し
た
よ
う
に
、
八
九
・
九
五
・
九
七
の
三
箇
所
だ
け
は
、
と
う
い
う
わ
け
か
叶
政
治
体
」
と
ま
ず
は
正
解
に
近

い
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
他
は
す
べ
て
「
政
治
団
体
」
で
あ
る
。
こ
の
穫
の
訳
語
の
不
統
一
は
1
1
1
1
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
前
註
(
ロ
)
や
さ
ら
に
後
述

す
る
事
例
が
示
す
よ
う
に
l
l
l
他
の
術
語
に
つ
い
て
も
か
な
り
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
が
、
単
な
る
推
厳
の
不
足
に
と
ど
ま
ら
ず
複
数
の
下
訳
者
〈
演
習
参
加
学

生
?
)
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
ま
り
気
持
の
良
い
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
「
政
治
団
体
」
と
い
う
訳
語
は
句

o
r
d
-
-二
三
九
を
除
き
い
ず
れ
も
宮

F

5
と
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
ー
ー
に
も
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
。
一

O
一
〈
一

O
五
頁
)
、
一
一
六
円
一
一
九
頁
て
一
七
五
三
七
八
頁
)
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
も
訳
語
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
一
一
一
で
は
「
政

治
〈
の
起
源
)
」
(
一
一
七
頁
て
二

O
三
で
は
「
(
一
切
の
〉
政
府
(
一
一

O
五
頁
)
」
、
二
三
九
で
は
「
(
教
会
)
政
治
」

(
=
0
四
頁
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
語
の
用
法
に

つ
い
て
は
な
お
後
述
す
る
ハ
後
註
(
必
)
を
多
照
)
。

(

M

)

こ
の

σc去
、
匂
cz-n
と
い
う
語
が
登
場
す
る
都
合
の
九
億
所
の
う
ち
、
三
億
所
は
「
法
」
と
の
つ
な
が
り
で
現
わ
れ
る
が
ハ
九
四
、
二
ニ
玉
、
一
一
一
九
。
た

だ
し
、
こ
の
う
ち
前
二
者
は
7
1
カ
ー
か
ら
の
引
用
〉
、
残
り
六
箇
所
の
う
ち
五
箇
所
ま
で
が
は
っ
き
り
社
会
契
約
H

国
家
契
約
に
も
と
づ
く
社
会
結
合
行
為
と
の
つ

な
が
り
を
示
し
て
い
る
。

z
・
0
5
2
E
S
C
E
g
g
g
zロ丈一可
E
仏

B田
r
o
oロ
o
σ
0内
守
司
DE-nw
∞埠唱。

2
2
5同
D
E
n
-
O
G
E
目白
r
o
oロ
。
官

0
1
0・

0目
o
v
o仏
可
句
。

-
F
F
z
z
o円
0
5
2司
Z
B
O
伺

C
Z
E
5
0
2
u
E
W
自

m
w
r
o
o
s
s
a自
己

E
Q
0時
間

0
2
5
g
g
r
i
-
-
-
S
ι
自
由

ro
釦
げ
。
門
】
可
句
。
言
片
山

由戸

B
曲目同

0
0
5
σ
0仏
U『唱
O
E
F
n
zロ仏柑吋

Dロ
ゆ
偶

2
0同ロ
B
O
E
U
H
H∞
"
者
「
伊
丹
明
。
〈
合
同
ロ

B
Oロ円

r
o
d
i円戸間
M
E
Z自
国
冊
目
町
出
回
門
戸

2
・
44r巳
ゲ
O仏
吋
唱

OEFn

Z
3
-
-
E
H
H
F
O
E
S
E
-
h
g・
し
か
も
、
こ
の
う
ち
八
九
と
九
七
に
は
、
こ
の

rc身
宮

-
E
n
が
「
一
つ
の
(
最
高
の
)
政
府

r
r
r」
あ
る
こ
と
が
明

記

さ

れ

、

二

八
1
1
1
こ
れ
は
厳
密
に
は
既
存
の
「
国
家
」
へ
の
加
入
に
関
す
る
も
の
だ
が

l
lー
で
は
、
「
自
分
を
そ
の
下
に
置
く
」
政
府
と
の
対
比
に
お

い
て
、

rcι
可
旬
。
宮
町
に
は
「
自
分
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の

σ0仏『唱。一
-
E
n
は
、
「
政
治
体
」
な
い
し
「
国
家
」
と
い

っ
て
も
、
契
約
(
な
い
し
同
意
)
に
よ
っ
て
結
合
し
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
主
体
"
「
共
同
体
」
の
方
に
力
点
が
あ
る
。
残
っ
た
一
箇
所
〈
一
八
八
)
も
、
そ
の

「
構
成
員
」
と
の
つ
な
が
り
で
現
わ
れ
る
〈
己
ご

5
自
z
z
a
p
o
g
g
o
g晶
司
唱
。

-
5
6
の
で
、
基
本
的
に
は
同
じ
用
法
に
属
す
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
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説

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
法
」
と
関
連
す
る
三
箇
所
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
ロ
ッ
ク
自
身
の
筆
に
成
る
一
一
一
九
で
は
、
こ
の

σ。
【
寸
喝
門
L
E口
は
立
法
統
や
執
行

権
を
も
っ
て
「
社
会
」
な
い
し
「
人
民
」
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
法
を
執
行
さ
れ
る
側
な
い
し
法
の
「
門
的
」
の
側
に
位
院
し
て
ト

る。

論

以
上
を
約
言
す
れ
ば
、
こ
の

FC円四可℃
C
E
C口
に
は
「
統
治
機
鱗
と
し
て
の
国
家
」
の
合
意
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
コ
国
民
な
い
し
国
家
〉
米
同
体
」
の

意
味
が
強
い
と
言
え
よ
う
。
本
文
に
も
引
用
し
た
八
九
に
お
い
て
そ
れ
が
「
人
民
」
と
等
抗
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
端
的
な
現
わ
れ
と
見
な
し
う
る
で

あ
ろ
う
。

(
日
山

)
a
i
-
E口
芯
々
に
結
合
す
る
行
為
を
原
語
で
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る

o
g
(国
)
冶
(
ぬ
く
ぬ
円
以
刊
百
戸
口

)
r
8
8
5
8
ι
5
5
丘
三
戸
印

2
-
o
ミ
w
E
H
L
r
o
g
B
O

同
居
。
旨
roH1C向
田
ロ
可
円
。
謡
言
。
=HGRHNHF(な
お
、
∞
∞
(
仰
)
と
あ
る
の
は
、
同
じ
八
八
に
出
て
く
る
複
数
の
こ
の
語
の
う
ち
最
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
こ
の
要
領

に
従
う
ど
定
{
ザ
)
噌
同
『
担
問

E
h
o
q
ω
百円
-
m
o
n
E
-
q
s
n
Z
F
-
m
c
n目
立
可
同

DH
当
庄
司
ゲ
亡
者
釦
回
出
ヨ
仲
』
ロ
由
時
一

z
z
p
白
口
弘
同
DH
耳、
r
r
r
cロ
]
可
昨

r
-
q
E
M円
。
日
仏

同ロ門
0
・
ま
た
、
丘
三
】
田
口
氏
。
々
が
自
然
状
態
に
対
置
さ
れ
て
い
る
最
も
顕
著
な
用
例
と
し
て
は
、
九
附
(

f

)

の
「
誰
か
自
然
状
態
と
口
一
三
-
2
5広
々
と
が

、、

全
く
同
じ
も
の
だ
な
ど
と
(
い
う
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
)
主
張
す
る
人
で
も
あ
れ
ば
格
別
」
〈
九
八
頁
参
照
、
以
下
岩
波
文
庫
版
の
邦
訳
に
従
わ
な
い
と
討
は
こ
の
よ
う
に

略
記
す
る
〉
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
∞

N
m
w
B
宮
町
民
dに
き
円
九
内
々
。
ロ
σ
当
日
同
「
田
口
三

F
2
u
E
(
σ
)
w
(前
出
)
一
定
(
円
)
噌
ロ
O円
己
ユ
ロ
}
内
同

r
o
s
a

mmH〈
2
3
2
d
h
N
E
h
h
a
-
E
(仏
)
噂
ロ
0
5
5
2
円
守

h
h
s
h
E匂

E
ロ

F
O
O
H
m
g回二
E
P
G
B
子
。
宮
司
ω
え
ご
な
ど
の
箇
所
は
い
ず
れ
も

l
l直

接
ま
た
は
間
接
に
|
l
l自
然
状
態
と
対
置
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
社
会
結
合
関
係
」
な
い
し
「
社
会
〈
結
合
〉
状
態
」
そ
の
も
の
を
指
し
ず
い
る
と
侃
附
さ

れ
る
。
前
出
の
八
八

(
a
〉
・
九
州
(

b

)

の

5
5
己
主

-
8
1
2可
と
い
う
箇
所
も
、
あ
る
特
定
の
具
体
的
な
社
会
を
つ
く
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う
し
た
関

係
・
状
態
に
入
る
と
い
う
合
意
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
箇
所
は
す
べ
て
無
冠
認
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
註

(
幻
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
v
m
〉
口
一

i
t
c
n広
々
の
紙
成
員
に
か
か
わ
る
表
現
を
原
語
で
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
旨
(
同
)
v
n
E
-
目
c
n
E可
司
E
n
r
p
a
R
O
A『
U

N

口二
F
2
0
4〈
Z

間同河内凶冷¥山門
(
U

口
宅
巳
問
。
口
佐
々
，
)w
∞印
w
釦
ロ
可
、
局
、
H
C町
三

i
日目

G口町
od.u
喧仏(ぬ)唱ロ

C
』vhH1ho円と柏町、
=~vh「
D同
門
}
回
出
門
口
町
三

-
m
O口
目
。
門
可
・
こ
の
う
ら
八
五
は
、

「
奴
隷
」
が
こ
の

2
i
-
∞2
5
Q
の
株
成
員
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
伴
り
で
あ
り
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
こ
の
社
会
の
主
要
な
目
的
が

l

所
有
〈
権
〉
」

宮内
O
U
0
3
5
の
保
全
に
あ
る
の
に
、
奴
識
は
い
か
な
る
「
所
有
」
を
も
も
ち
え
な
い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
1
1
1後

註
(
四
〉
で
ー
ー
さ
ら
に
後
述
す
る
。
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(1) 

因
み
に
、
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
子
供
は
(
い
わ
ば
知
的
な
意
味
で
〉
「
成
人
」
に
達
す
る
と
こ
の
丘
三

-
g
n広
々
の
構
成
員
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
本
節
・
ニ
に
引
用
し
た
五
九
か
ら
も
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
ロ
ッ
ク
が
(
成
年
の
)
婦
人
1
1
1
特
に
妥
|
!
の
地
伎
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
|
|

彼
に
お
け
る
「
家
」
概
念
の
歴
史
的
位
置
を
見
定
め
る
た
め
に
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
|
1
7
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
「
女
主
人
」
の
存
在
を

認
め
(
七
七
、
八
六
な
ど
て
ま
た
、
子
に
対
す
る
両
親
の
権
力
は
父
と
ほ
と
で
変
り
が
な
い
こ
と
を
説
く
(
五
一
一
、
七
O
な
ど
)
。
し
か
し
、
夫
婦
聞
に
お
げ
る

「
士
又
配
権
」

(
H
「
最
終
決
定
権
」
)
は
、
「
よ
り
有
能
で
よ
り
強
い
」
と
い
う
理
由
で
男
性

(
H
夫
〉
の
持
分
に
な
る
と
い
う
(
八
一
一
、
自
衛
能
力
を
前
提
と
す
る
「
自
権

者
」
概
念
の
名
残
り
日
三
ま
た
、
前
出
五
九
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
子
供
」
が
情
性
の
成
熟
と
と
も
に
(
公
民
と
し
て
〉
丙
親
か
ら
自
立
す
る
ゆ
え
ん

を
説
い
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
話
は
い
つ
の
間
に
か
「
怠
子
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
点
を
見
る
と
、
こ
の
丘
三
日

gn-oミ
を
織
成
し

て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
は
な
お
「
男
性
」
た
る
「
家
長
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
。

(
日
)
九

O
の
(

b

)

に
は
、
「
口
一
三
戸
田
D
2
0
々
の
目
的
は
、
各
人
が
自
分
自
身
の
事
案
に
お
け
る
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
自
然
状
態
の
不

都
合
を
、
そ
の
社
会
に
属
す
る
各
人
が
受
け
た
〈
権
利
の
)
侵
害
や
起
り
う
る
紛
争
に
つ
い
て
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
機
関
(
恒
三
r
cュ
ミ
)
を
設
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
回
避
し
ま
た
是
正
す
る
こ
と
で
あ
る
」
〈
九
一

t
九
二
一
貝
参
照
)
と
あ
る
。
以
上
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
の
九
州
国
日
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
、
こ
れ
を

i
j直
接
に
は
巳

i
-
s
i
z
の
語
が
出
て
ニ
な
い
箇
所
か
ら
も
若
干
の
補
足
を
施
し
て
!
|
数
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
す
で
に
以
上
に
よ
っ
て
、
前
節
に
引
用
し
た
一
一
一
一
の
丘
三
-
m
O〈
2
ロ
5
0
2
(「
自
然
状
態
の
不
都
合
に
対
す
る
適
切
な
救
済
策
」
)
が
、
こ
こ
で
丘
三
戸

田己門戸

oq
と
呼
、
は
れ
て
い
る
も
の
|
|
私
見
に
し
た
が
え
ば
「
国
家
」
|
|
j
と
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
え
よ
う
。

〈
日
)
ロ

-
2目
印

c
n
u々

を
つ
く
る
目
的
と
し
て
の
「
安
全
」
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
日
)
に
掲
げ
た
九
問
(

b

)

に

g
r々
出
ロ
仏
田
町
ロ
ロ
ユ
ミ
の
表
現
が
あ
る
の
を

参
照
。
九
こ
に
は
、
(
い
わ
ば
裏
か
ら
だ
が
)
「
絶
対
君
主
政
は

2
三

-
E丘
四
々
に
ど
こ
ま
で
}
高
官
ロ

2ω
白
口
牛
見
ミ
ミ
々
を
も
た
ら
す
か
」
(
九
五
頁
参
照
〉
と

い
う
件
り
も
あ
る
。
同
じ
く
「
所
有
」
の
保
全
に
つ
い
て
は
、
前
詩
(
日
)
で
触
れ
た
八
五
の
ほ
か
、
九
四
(

C

)

で
は
、
「
人
民
は
自
分
た
ち
の

-ug官
三
一

g

が
安
全
で
な
い
と
気
づ
い
た
」
こ
と
を
、
「
自
分
た
ち
が
口
一
三

-
8口
町
ミ
の
中
に
い
る
〈
u
そ
の
社
会
結
合
関
係
に
あ
る
)
と
は
思
え
な
い
」
理
由
に
挙
げ
て

い
る
〈
前
詮
(
時
〉
な
ら
び
に
九
七
i
九
八
頁
参
照
)
。

な
お
本
稿
で
は
、
『
市
民
政
府
諭
』
の
キ

i
・ワ

l
ド
の
一
つ
で
あ
り
、
近
代
的
所
有
権
概
念
史
の
上
で
も
重
要
な
位
百
を
占
め
る
ロ
ッ
ク
の
「
所
有
(
権
)
」

概
念
に
立
ち
入
っ
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
次
の
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
は
、
一
一
一
一
一
一
で
、
社
会
結
合
の
目
的
と
し
て
「
自

分
た
ち
の
生
命
ハ

E
Eて
自

由

2
Z
2
w
&、
財
産
ハ

O
E
E
B
-
-
aお
そ
ら
く
「
土
地
財
産
」
を
主
と
す
る
概
念
で
あ
ろ
う
)
を
相
互
に
保
全
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て

い
る
が
、
こ
の
三
者
を
「
私
は
匂
円
。
間
百
円
々
と
い
う
概
括
的
な
名
辞
で
呼
ん
で
い
る
の
だ
」
ハ
一
二
七
頁
参
照
)
と
明
一
-
一
目
し
て
い
る
。
突
は
前
記
八
五
で
も
、

北法36(1-2・453)453
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説

奴
隷
が
「
い
か
な
る
℃
円
。
目
指
『
々
を
も
も
ち
え
な
い
こ
と
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
そ
の
直
前
に
「
こ
れ
ら
の
人
々
は
そ
の
ロ
〈
自
由
と
、
そ
れ
と
と
も

に
そ
の

-
5
2己
2
を
剥
奪
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の

O
Z
E
2
を
も
喪
失
し
た
こ
と
」
ハ
八
七
頁
参
照
)
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
七
三
で
は
、
彼
の
い

う
同
】

g
℃
R
q
は
「
人
々
が
財
布
。
。
品

ω)
と
同
じ
く
一
身

S
0
2
0
5
)
に
つ
い
て
も
も
っ
て
い
る
」
(
一
七
六
頁
参
照
)
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
。
ロ

ッ
ク
が
「
基
本
的
自
然
権
の
中
に
所
有
を
数
え
て
い
る
」
と
い
う
場
合
(
前
節
参
照
て
こ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
た
の
で
は
正
し
い
理
解
は
得
ら
れ
ま
い
。

(
四
)
二
一
二
の

i
i
-
ω
2
5
q
z
z
m
B
包

ahG
ミ，

Y
白町内

2
5出
回

5
2
0
司
宮
田

5
0
h
伊
丹
を
参
照
〈
な
お
こ
の
直
後
の
と
こ
ろ
で
、
§
。
百
三
5
2
0
a

日
仲
と
同
じ
も
の
を
、
同

F
O
B
O
E
F
o
g
え
釦
円
SEw-22qENS
と
吉
一
回
っ
て
い
る
)
。

(
加
)
八
八
(

a

)

に
は
、
前
註
(
日
)
に
掲
げ
た
箇
所
に
ひ
き
つ
づ
き
、
ハ
各
人
は
)
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
私
的
な
判
断
〔
判
決
)
を
執
行
し
て
自
然
法

に
途
反
す
る
罪
を
罰
す
る
彼
の
権
力
を
放
来
し
た
」
(
九
O
頁
参
照
〉
と
い
う
件
り
が
あ
り
、
八
九
の
冒
頭
に
は
、
巧

Z
5
2♂
手
虫
色
C
H
O
w
g可
ロ
ロ
ヨ

Z
H

O同
5
0ロ
由
円
。
凹

C
C
E円。内田

5
5
0ロ
O
由。一口

z
q
u
白
M
H。
4hhNH
ぬ
刊
誌
、
句
。
、
NRWEM
宍
司
令
円
忠
良
司
句
、
。

HG2.
。
¥
H
F内
hbH向
、
。
¥
苫
晶
君
、
4
5
H礼
高
己
内
詰
帆

hh。

HF魚川、
NhNwhhDF20・
白
ロ
仏
子

2
0
0巳
出
広
島
、
。

Nh丘町民
N・
2
・
と
d
h
N
S町
役
々
と
い
う
文
掌
が
出
て
く
る
。
な
お
、
同

ro
匂ロ

Z-ロ
ハ
「
公
共
」
、
九
O
頁
)
の

概
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
機
会
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
「
社
会
」
の
こ
と
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。

(
況
)
八
八
(

b

)

に
は
、
任
時
な
hHUNbH札
dh
白
書
叫
内
N
h
E
H守
、
、

2
2
1
0向
丘
三

-
z
n
-
2『
と
い
う
要
約
的
表
現
が
出
て
く
る
。
ま
た
八
七
で
は
「
と
も
に

、。

NKHNSh
閉
口
氏
。
ミ
の
中
ハ
H

関
係
)
に
あ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
見
分
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
」
ハ
八
九
頁
参
照
〉
と
し
た
上
で
、
ひ
き
つ
づ
き
吋
FO諸

君
rD
目
見
ロ
ロ
伊
丹
ぬ
仏

E
g
cロ
o
r
c込
ア
白
ロ
ι
『田〈

O
B
S苦
言
。

=
2
S
F
h旬
、
制
民
同
営

g

E
え
tmsmEHS-AWN-
晶、
hv内
hhHq-
当
日
子
白

E
r
c
H
-
3
8
仏
o
n
E
O

B
ロ
5
2
2
5
z
z
o
oロ
HYOB
自
己
司

E
u
r
c
F
E
O円
P
R
o
-ロ
町
民
s
r
o
n
F
o
q
若
手
g
o
F
2
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
八
八
で
は

l
l直

接
に
は

g
B
5
2
3
t
F
に
関
し
て
だ
が
、
す
ぐ
後
の
と
こ
ろ
に
前
註
(
お
〉
に
掲
げ
た
八
八
(
と
が
出
て
く
る
|
|
、
「
そ
の
社
会
の
構
成
員
の
聞

で
犯
さ
れ
た
|
l
l
そ
し
て
彼
ら
が
そ
れ
ハ
u
罰
)
に
値
す
る
と
考
え
る
ー
ー
ー
若
干
の
罪
〈
違
反
)
に
い
か
な
る
罰
を
加
え
る
べ
き
か
を
定
め
る
椛
カ
」
を
「
法

を
つ
く
る
権
力
」
(

H

立
法
権
)
と
し
て
い
る
。
因
み
に
、
以
上
の
引
用
に
も
あ
る
程
度
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ッ

F
の
場
合
、
「
立
法
権
」
と
「
司
法
権
」

の
境
界
線
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
に
は
後
者
は
前
者
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
一
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
は
後
に

g
B
E
Cロ当
g
r
r
に

関
連
し
て
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
機
会
が
あ
る
。

前
註
(
幻
)
所
掲
の
八
七
を
参
照
。

九
五
に
は
「
町
一
三
日

8
2
q
の
束
縛

(gEω
〉
を
身
に
帯
び
る
」
ハ
一

O
O頁
参
照
)
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
。

因
み
に
、
以
上
に
よ
っ
て
す
で
に
、
前
節
に
引
用
し
た
こ
二
六
の
己
〈
即
日
開
。
ぐ

R
ロ
g
o
E
ハ
「
暴
力
の
排
除
」
、
「
所
有
と
平
和
と
統
一
の
た
め
の
法
」
)
が
、
実
質
的

::t:為
民間

(

沼

)

(

沼

〉

北法36(1-2・454)454



(1) 

b

b
こ
こ
で

n7、
-
ご
ロ
ロ
広
々
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
担
)
七
四
・
註
〈
七
八
頁
〉
。
た
だ
し
こ
の
箆
所
は
フ

l
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

(
お
)
前
註
(
氾
)
に
掲
げ
た
八
七
な
ら
び
に
前
註
(
却
)
に
掲
げ
た
八
九
を
参
照
。
第
七
章
の
表
題
(
。
一

F
E
E
S
-
2
c
i
-
E
2
2
5
も
当
然
こ
の
用
例
の
一

つ
で
あ
る
。

(
お
)
前
註
(
日
)
に
掲
げ
た
八
八
(

a

)

な
ら
び
に
前
註
(
日
)
に
掲
げ
た
一
一
一
一
一
の
ほ
か
、
お
そ
ら
く
一

O
一
ハ
一

O
四
頁
〉
も
こ
こ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
一

O
一
に
は
ほ
ぼ
同
義
で
問
。
ぐ

R
ロ
旨
巾
互
の
語
も
出
て
く
る
が
、
前
節
に
引
用
し
た
九

O
に

巳

2
-
問。〈

2
ロ
E
2
=
と
肩
を
並
べ
て
登
場
す
る
丘
三
-

g
n
-
2可
も
、
ハ
近
代
の
〉
「
市
民
的
ハ
プ
W
ジ
ョ
ア
的
)
社
会
」
で
は
な
く
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
意
味
で
の
そ
れ
〈
「
政
治
社
会
」
・
「
国
家
」
)
な
の
で
あ
る
。

(お

a
)

後
註
(
州
出
)
な
ら
び
に
(
布
)
に
掲
げ
る
オ
ッ
ト
l
・
プ
ル
ン
ナ
!
な
ら
び
に
村
上
淳
一
氏
の
諸
草
帽
を
参
照
。

(
幻
)
一

O
こ
で
は
、
ま
ず
「
子
が
父
に
対
し
て
負
う
服
従
は
、
彼

T
子
)
の
も
つ
|
|
ど
れ
で
あ
れ
自
分
が
適
当
と
考
え
る
1
1
1
1政
治
社
会
に
〈
自
分
を
)
結

合
す
る
自
由

S
u
s
a。
自
色

g
E
S
E
E
S
民
主
主
主
s
a
o
q
v
を
奪
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
(
一

O
五
頁
参
照
)
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
末
尾
で
は
|
|

こ
の
一
文
を
も
承
け
て

:
1
1「
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
政
治
社
会
(
恒
三
目
立
の

S
己
旦
芯
ω)

は
す
べ
て
人
々
の
自
発
的
結
合
と
:
:
・
相
互
的
同
意
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
あ
る

3
0岡
山
口
片
岡
。
自
防
毒

Z
R
R叫
ロ
巴

g
・
2
且

5
0
E
E
E
-
m
R
2
5
2
H
え
自

E
:
:
:と
ハ
一

O
六
頁
参
照
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
向
者
が
同
じ
も
の
を

指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
同

vo--昨日ロ∞
cn-2u刊
は
、
一
五

(
a
)
(一一一頁、
7
1
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
)
、
一
五
(

b

)

(

一
二
頁
)
、
八
四
(
八
六
頁
て
一

O
二
〈
前
註
参
照
て
一

O
六
(
一

O
九

頁
)
、
一
三
回
・
註
(
一
三
六
頁
、

7

1
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
)
、
一
一
一
一
(
「
政
治
的
社
会
」
、
一
二
三
頁
〉
。
唱
円

L
E
E
-
ω
D門
広
々
は
、
第
七
章
表
題
ハ
八
一
頁
て
七
七
〈
八

一
頁
て
八
六
〈
二
箇
所
、
八
八
頁
)
、
八
七
(
三
箇
所
、
八
八
}
八
九
頁
)
、
八
九
(
「
政
治
的
」
、
九
O
頁
)
、
第
八
章
表
題
(
一

O
O頁
て
九
九
〈
二
箇
所
、
一

O
=一
頁
て

一
O
二
〈
前
註
参
照
)
、
一
一
一
一
一
(
一
二
六
頁
て
第
九
章
表
題
(
一
二
七
頁
)
、
一
二
八
三
三

O
頁)。

(
加
)
「
社
会
結
合
(
な
い
し
事
後
的
な
加
入
〉
行
為
」
を
原
語
で
一
万
す
と
、
司
己
主

n
m
o
n目
立
同
に
つ
い
て
は
、
同
町
(
釦
)
二

B
O
R
m
)
E
E
Cロ
m
Z
S
F
m
g印即日〈
2
三

回
目
円
三
℃

C
E
K
田
C
E
R
E
ω
u
H
m
(ゲ)二
VU刊
号
包
吋

O耳
目
円
。
お
お
お
同
)
仲
ゲ
ミ
自
民
。
号
。

B
Z
-
2
ω

自
冊
目

r
R
m
色
町
田

O
E
O
-
u
c
t
t
n
m
c
n一色
uコ
g
N
W
(前
註

(
明
副
〉
参
照
〉

U
H
C
P
円

roraw関
山
口
巳
ロ
開
。
同
旬
。
宮
戸
口

ω
c
n
-
o
q
E
3
0ロ
仏
国
己
℃

Oロ
F
0
8
5
2
H
C同
岳
町
宮
内
出
〈
広
口
出

r

z
」
0
5
5
S
釦
口
弘
旨
同

rhw

cロ
叩
田

cn-RU1)UNロ
・
(
吋
宮
件
当
『
岡
山
口

r
B白
ro回
忌
巾

2
5
5
Zロ
伊
丹
一
忠
告
丘

)
Z
Z
m曲
目
。
ロ

0
5
0向
子
。

-
8
8
m
g
g
o間
口

2
Z
5
5
8
0回
四
七

C
E
r

田
onぽ
q
-
(同印丹
r申

ahv-GEESH
唱

r
r
r
君
。
ミ

2
5
7
2
耳
ご
『
子
。

B
Z
D同
5
2門司
0
5
8
m
wロ《山田口斤

5
0ロ
OFMO仏
ア
国
ロ
仏
目
。

σ
o
o
u
o
E国片山口三

円
。
君
主
。
ぉ

82hhb)
な
と
が
あ
り
、
司

o
r
t
s
-
印
。
口
広
々
に
つ
い
て
は
、
∞
吋
(
ロ
)
切
(
前
註
(
幻
)
参
照

)
U
S
(白)・

(VU1V同門町
q
b
h刊
誌
町
宮

h
a
g
)
ロロ

-
z
z
s
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説

-vdtzz-ωoaoqw(耳
r
r
r
u
m
L
ご
r
o
E号
、

b
a
p丘
町
田

W
C門
口

ZLω
〔

S
3
r
0・
Z
H巧
2
ロ
任
命
広
島
正
仏
E
-由
子

伊

丹

m
E
2
5
Z
2
B田
r叩

己
匂
同
町
。
言
語

SNHEhbhhhv)
一
活
(
ゲ
)
・
(
円
『
戸
田
門
司

Z
n
z
r冊
目
立
ロ
目
印
ロ
仏
国
口

Z
田
口
可
円
。
ロ

m
t
g円
。
師
向
ロ
可
司
乙

E
E
-
z
n日
2
可

{E
ロ
2
Z口同

r三
時

r
m
g
z
h
S
H

C同
国
ロ
同
ロ

z
g
r
o円
C同町周
g
B
E
-
-
:
:
件
。
ロ
ロ
即
時
角
川
田
ロ
込
山
口

n
o
G。
s
z
-
E
D
E
n
y
回目

onFoq)ugNW(前
註
〈
幻
)
参
照

)UHN∞L
c
-
E
宮
内
w

市
岡
山
〈
巳

0・

広

H
s
a
s
sロ

F
。
門
官
三
一
円
己
記
同

u
c
E
H
E戸

mon-2uJ(自
仏

5
8召
2
2
2
5
s
g
u刊
円
。
ミ
ミ

E
、HHGENS
由
告
白
円
白
丹

m
p
c
s
-
Y
O
H
O己
ch

自
由
ロ

r
Z【
ご
な
ど
で
あ
る
。

(
却

)HVo--門戸
B
-
∞
on-oq
に
関
し
て
、
八
七
(

a

)

で
は
、
「
官
。

-xw同
ミ
を
保
全
す
る
権
力
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
そ
の
社
会
に
属
す
る
す
べ
て
の
者
の
界
を

罰
す
る
権
力
を
も
つ
こ
と
」
を
、
「
お
よ
そ
政
治
社
会
が
存
在
し
存
続
す
る
」
こ
と
の
要
件
に
挙
げ
て
い
る
(
八
八
頁
参
照
三
ひ
き
つ
づ
き
八
布
(

b

)

で
は
、

「
構
成
員
争
闘
が
こ
の
自
然
的
椛
力
(
前
註
(
初
〉
に
掲
げ
た
八
九
の
「
自
然
法
執
行
権
」
と
同
義
〉
を
放
楽
し
、

l
iそ
れ

T
S
E
E
S
-
S
に
よ
っ
マ
定
立
さ
れ
た

法
じ
保
護
を
求
め
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
事
案
に
つ
い
て
|
|
そ
れ

T
自
然
的
権
力
〉
を

g
g
g
z
E
q
の
手
に
渡
す
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
、

そ
し
て
そ
こ
に
の
み
、
政
治
社
会
は
存
在
す
る
」
と
し
て
い
る
(
八
九

t
九
O
頁
参
照
)
。
な
お
、
ロ

O
B
Bロロ
-
q
の
概
念
(
岩
波
文
庫
版
で
は
「
協
同
体
」
)
に
つ
い

て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
「
社
会
」
な
い
し
「
国
家
」
の
こ
と
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
二
二
問
・
註
1
1
l
こ
れ
は
フ

i
ヵ
ー
か
ら
の
引
用
だ
が

l
ー
に
は
、
「
人
々
の
つ
く
る

H
V
-
E
-
n
m
2
5片
山
内
四
回
全
体
に
命
令
す
る
法
を
つ
く
る
介
法

的
権
力
は
、
本
来
こ
の
同
じ
社
会
全
体
に
属
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
:
:
:
」
(
二
ニ
六
頁
参
照
)
と
し
て
、
「
政
治
社
会
」
が
「
立
法
権
」
の
持
主
と
し
て
現
わ

れ
て
く
る
。

(
況

)
H
V
D
E呂
田
口
ロ
芯
々
に
つ
い
て
は
二
一
一
、
回
以
内

L
E
n丸
田
口
三

o
qに
つ
い
て
は
九
九

(
a
〉
と
一
二
八
。
原
文
は
い
ず
れ
も
前
註
(
泊
)
に
渦
げ
で
あ
る
。

(
幻
)
唱
。
ロ
江
口
出

cnMEM-
に
つ
い
て
は
八
四
(
八
六
頁
)
、

HE--tn即
日

mon-EU1
に
つ
い
て
は
七
七
(
八
一
頁
〉
と
八
六
〈
ニ
箇
所
、
八
八
頁
〉
。

(
お
)
一
(
八
頁
)
、
ニ
ハ
向
上
)
、
三
(
九
頁
)
、
凶
ハ
一

O
頁
)
、
七
一
ハ
ニ
箇
所
、
七
一
子
4
七
四
頁
て
七
一
二
〈
七
五

t
七
六
貰
〉
、
九
五
〈
一

O
O頁
〉
、
第
一
五
一
一
早
川
公
開
出
(
一
七

二
頁
〉
、
一
七
一
(
一
七
一
ニ
頁
て
一
七
三
(
一
七
六
頁
て
一
七
四
(
向
上
て
二
間
三
(
二
回
三
頁
)
。
な
お
、
七
六
の
同

Mo--仲一円出回目何回円
r
c
H
F
q
(「
政
治
的
権
威
」
、
七

九
頁
〉
、
一
七

O
の
古
江
田
牛
~
白
色
。
虫
色
予
三
耳

r
r
r
u
唱《

L
E
g
-
-
i政
治
的
な
も
の
の
権
限
」
、
一
七
一
一
一
頁

V
も
、
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
を
持
し
て
い
る
と

解
し
う
る
。

ハ
川
品
)
前
註
(
泊
〉
を
参
照
合
。
自
自
信
巳
ミ
"
「
国
家
」
な
い
し
「
社
会
」
)
。

(
お
)
し
た
が
っ
て
七
三
や
九
五
に
は
、
「
政
治
権
力
」
が
人
が
そ
れ
に
恥
れ
べ
き
も
の
と
し
て
登
場
す
る
し

3
・
詰
写

Z
5
3
z
p
Z
2
吾

E
U。
ZEE-

Z
3
f
g
-
s
r
q
R
A
Z
吾

O
Z
E
E
-
3
3円。同

3
2
F
0
3、
こ
で
は
そ
れ
が
「
為
政
者
が
厄

F
U
対
し
て
も
つ
権
力
」
(
己

5
3
4
2円。
2

E
品
E
E
Z

::，t晶
画冊
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，いわゆる『市民政府論Jl(ロック〕に関する覚書 (1) 

ミ
干
」

.2
ニ
と
言
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
権
力
が
与
え
ら
れ
る
相
手
ガ
と
し
て
は
、
一
七
一
ニ
に
も
「
統
治
者
」
(
問
。

2
5
2
ω
〉
が
現
わ
れ
る
が
、
二
凶

三
で
は
「
立
法
府
」
(
円
Z

Z

岡山
ω
Z
2
4
0
)

に
な
っ
て
い
る
ο

こ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
問
。
〈

R
ロ
言
。
乏
の
概
念
を
検
討
す
る
際
に
も
、
見
落
す
こ
と
の
で

き
ぬ
点
で
あ
ろ
う
。

(
M
m
)

前
註
〔
凶
)
の
後
段
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
〉
ロ

0
5
5ロロ
-q
は
こ
こ
で
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
社
会
結
合
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
社
会
」
な
い
し
「
国
家
」
を
指
し
て
い
る
。

(
お
)
と
り
あ
え
ず
前
註
(
幻
〉
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ぬ
)
こ
れ
は

5
0
ロ
田
富
岡
田

-
E吾
昂
円
凹

c
h
p
s
E
g
と
対
比
さ
れ
て
い
る
Q

(
却
)
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
に
同
ゲ
O
門
片
山
『
喝
己
主
口
が
出
て
く
る
。

(

4

)

前
註
(
叩
却
)
の
末
尾
を
参
照
。

(
必
)
こ
こ
は
、
ァ
コ
ス
タ
を
引
い
て
、
ベ
ル

I
入
、
フ
ロ
リ
ダ
の
住
民
、
チ
ェ
ワ
カ
ナ
人
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
住
民
な
ど
、
要
す
る
に
プ
リ
ミ
テ
イ
グ
な
諸
民
族
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
件
り
な
の
で
、
「
政
治
家
」
で
は
そ
タ

γ
に
す
ぎ
て
イ
メ
ー
ジ
が
合
わ
な
い
。
序
に
結
論
だ
げ
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
作
り
は
「
何
人

か
の
恥
骨
骨
が
現
在
彼
ら

(
u
骨
骨
骨
〉
の
中
で
ど
ん
な
に
優
越
的
地
位
を
ふ

h
u
い
わ

h
b
ト
、
そ
れ
を
彼
ら

(

H

為
政
者
)
は
自
分
で
(
針
貯
か
や
朴
U
い
ず
い
)

取
得
し
た
の
で
は
な
い
。
同
意
ハ
が
与
え
ら
れ
る
〉
ま
で
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
同
じ
同
意
に
よ
っ
て
彼
ら
ハ
M

諸
民
族
)
が
自
分
自
身
の
上
に
支
配
者
を
白
く

ま
で
は
、
全
員
が
平
等
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。
特
に
傍
点
の
箇
所
を
若
波
文
庫
版
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
必
)
し
た
が
っ
て
こ
の
箇
所
は
、
「
法
合
も
た
な
い
〈
あ
る
い
は
、
法
の
な
い
〉
問
。
〈

R
E
M
g円
な
ど
と
い
う
も
の
が
も
し
あ
れ
除
、
そ
れ
は
政
治
半
に
お
け
る
不

可
解
な
謎
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
事
態
は
人
間
の
能
力
で
は
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
の
つ
く
る
社
会
と
も
相
容
れ
な
い
(
か
ら
、
存

在
す
る
は
ず
が
な
い
と
と
い
う
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

(
必
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ォ
ッ
ト

l
・
プ
ル
ン
ナ

i
著
、
石
井
紫
郎
他
訳
『
ヨ

l

ロ
ツ
ハ
|
1
i
そ
の
歴
史
と
精
神
』
(
一
九
七
四
年
、
岩
波
害
賠
〉
を
参
照
さ
れ
た

ぃ
。
こ
の
点
に
限
ら
ず
、
本
稿
全
体
の
著
想
や
論
旨
は
ブ
ル
ン
ナ

l
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
な
に
ぶ
ん
こ
の
本
は
か
な
り
難
解
な
の
で
、
是
非
、
村

上
淳
一
『
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
を
読
む
』
ハ
一
九
八
三
年
、
岩
波
書
庖
〉
を
併
読
さ
れ
る
よ
う
お
す
す
め
し
た
い
。

(
必
)
こ
の
語
が
出
て
く
る
箇
所
、
な
ら
び
に
、
岩
波
文
庫
阪
に
お
け
る
そ
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
臼
〉
の
後
段
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
語
が
ハ
「
社
会
契
約
」
よ
「
国
家
契
約
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
政
治
体
」
・
「
国
家
」
を
指
す
最
も
明
白
な
用
例
は
、
一
七
五
の
ロ
OHvo--HF2rmw

hcロロ
L
O仏

O
D

釦
口
三
宮
口
間
宮
戸
門

H
F
G

円。、
N
h
h
ミ
。
¥
a
h
p
町
、
号
、
同
町
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
も
う
少
し
あ
と
の
と
こ
ろ
に
は
(
吾
向
。
江
田
宮
己
問
。
ご
問
。
〈
叩
円
守
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説

宮
内
ロ
ご
(
白
ロ
ヨ
司
片
岡
由
民
話
。
同
)
白
円
。
主
主
2
H
g
E
N
H
F
の
語
も
出
て
く
る
。
一

O
一
の

HFormwm四
百
三
口
問
目
。
同
白
ロ
可
匂

CE-何
回
と
一
一
一
一
の

F
O
ぴ
晶
2
・

回
宙
開
白
色
宮
]
正

2
も
、
広
い
意
味
で
は
こ
こ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
と
こ
ろ
に
問
。
〈
民
間
出

gfnz--

m
o
n
芯

q・
2
5
5
0口
当

grrω
の
諮
が
出
て
く
る
。
後
者
は
岩
波
文
庫
版
で
は
な
ぜ
か
「
政
治
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
が
、
一
一
こ
で
は
終
始
間

0・

〈
O
B
B
g丹
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
第
八
章
全
体
の
表
題
は

o
h
F
O
回。岡山口

E
ロ
加
え
句
。
E
R
B
N
句
。
町
民
向
ミ
で
あ
る
。
他
の
二
箇
所
は
既
存
の
国

家
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
一
六
で
は
こ
の
間
vo--丘
四
国
は
「
確
立
さ
れ
た
骨
と
定
ま
っ
た
骨
か
砂
勝
」
ハ
一
一
九
頁
参
照
〉
を
も
つ
も
の
と
し
て
現
わ

れ
る
。
二

O
一
こ
で
は
、
そ
れ
が
分
断
さ
れ
転
覆
さ
れ
る
と
、

m
O〈
2
回
目
。
同
=
と
口
正

2
が
失
わ
れ
(
そ
の
代
り
に

ω
E
R
F司
と

gミ
ロ
位
。
ロ
が
生
ま
れ
)
る
と

さ
れ
る
。
全
体
と
し
て
、

r
c
L可
唱
。
宮
山
口
と
く
ら
べ
る
と
、
既
存
の
国
家
1
1
1
「
統
治
機
構
」
と
し
て
の
そ
れ
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
「
統
治
体
」
と
し

て
の
そ
れ
ー
ー
ー
と
い
う
合
意
が
や
や
強
く
、
問
。
〈
m
g
g
o
E
の
垣
間
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
の
現
わ
れ
と
見
な
し
う
る
で
と
ろ
う
。

な
お
、
単
数
形
の

HMO--q(三
ニ
九
)
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
に
触
れ
る
。

(

M

叩
)
前
註
(

9

)

・

(

叩

)

を

参

照

。

-

(
幻
)
し
た
が
っ
て
関
係
箇
所
の
論
旨
の
流
れ
は
、
「
教
会
の
統
治
(
教
会
統
治
論
)
に
つ
い
て
は
フ

l
ヵ
l
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
、
・
:
・
:
国
家
の
統
治
(
国
家
統

治
論
な
い
し
国
政
論
)
に
な
る
と
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
新
し
く
、
危
険
で
、
破
接
的
な
の
で
(
そ
れ
に
従
わ
ず
)
:
:
:
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
岬
叩
)
私
が
そ
れ
を
敢
え
て
「
歴
史
的
」
と
評
す
る
の
は
、

1
1
1邦
訳
者
の
力
量
や
誠
意
の
不
足
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
|
|
こ
の
箇
所
に
限
つ
て
は
、
「
戦
後
氏

主
主
義
」
に
固
有
な
あ
る
「
発
想
」
な
い
し
「
先
入
観
」
な
く
し
て
は
こ
の
誤
訳
は
生
ま
れ
え
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

5命
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Bemerkungen zum Begri旺des"Civil Government“ 
bei JOHN LOCKE (1) 

Takeshi ISHIKAWA* 

"An Essay Concerning the True Original， Extent and End of Civil 

Government“， so lautet， wie bekannt， der Titel der zweiten Abhandlung 

von J. LOCKE'S weltberuhmtem Werk "Two Treatises on Government“ 

(1690). Diese Abhandlung ist bei uns leicht zuganglich， weil es davon 
sogar mehrere Fassungen in japanischer Ubersetzung gibt. Eine von 

ihnen， namlich die in der Reihe der Iwanami-Bibliothek erschienene 

(die etwa der Reclams-Bibliothek entspricht)， ubertragt den Begriff des 

"civil government“ins Japanische mit "shimin seifu“， was etwa dem 

Begriff der "burgerlichen Regierung“entspricht， und zwar im Sinne 

einer Regierung der Bourgeoisie. 1n diesem Aufsatz soll die Terminologie 

der obengenannten Abhandlung in Bezug auf "civil“und "government“ 
sowie auf andere damit in Beziehung stehende Worter uberpruft werden， 

wobei sich die oben erwahnte japanische Ubersetzung sehr schnell als 

grundfalsch erweisen wird! 

1) Zum "shimin seifu“一乱但sverstandnisund allgemeine Fragestellung. 

1n der zweiten Abhandlung J. LOCKE'S erscheint der Ausdruck "civil 

government“， den Titel ausgenommen， nur an 3 Stellen (ss 13， 90， 226)， 
wo ubrigens keine definitorisch巴Erklarungdaruber zu finden ist. Zwar 

bezieht sich eine davon (S 90) auf "absolute monarchy“， aber an allen 

diesen Stellen， einschlieslich des S 90， steht dieses "civil government“dem 
"state of the nature“gegenuber. Eine burgerliche Regierung (im Sinne 

einer Regierung der Bourgeoisie) hatte man keineswegs dem Natur-

zustand der Menschheit gegenuberstellen konnen. Auserdem kommt in 

dieser Abhandlung solch ein Wort， wie etwa "citizen“oder "bourgeois“， 

das einen Burger bezeichnen kδnnte， kein einziges Mal vor. Was 
versteht denn J. LOCKE unter dem Begriff des "civil government“? 

Von welchem Substantiv， wenn nicht von ..citizen"， ist dll~ Adjpktiv 

"civil“bei J. LOCKE abgeleitet? Was heist denn "government“bei ihm? 

* Professor fur (westliche) Rechtsgeschichte an der juristischen Fakultat 
der Hokkaido-Universitat， Dr. jur. 
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2) "civil“(als ein von "civitas“abgeleitetes Adjektiv). 

a) Ein Schlussel zur Lδsung dieser Frage ist in der Terminologie 

des "civil law“zu finden， obwohl der Ausdruck insgesamt nur an 2 

Stel1en erscheint. An einer Stelle (s 59) stel1t J. LOCKE dieses "civil 
law“dem "natural law“gegenuber und fuhrt als Beispiel dafur "the 
law of England“an. Am Ende des gleichen Paragraphen setzt er es 

ferner mit "positive laws of an estab!ished government“gleich. An der 

anderen Stelle (s 94 Anm.) spricht J. LOCKE von diesem "civil lawぺ
HOOKER'S Satze zitierend， als "th巴 actof the whole body politicぺ
Der Ausdruck "body politic“kommt seinerseits in der zweiten 

Abhandlung J. LOCKE'S insgesamt an 9 SteIlen vor. Aus dem Kontext 

(bes. SS 14 u. 89) last sich ersehen， das es sich bei diesem "body politic“ 
um ein Gemeinwesen handelt， das von dem Naturzustand her durch 

einen (Staats. od. GeselIschafts.)Vertrag der Betreffenden geschaffen 

wird. "Body politic“bezeichnet also bei J. LOCKE， um es unmitt巴lbar

zu ubersetzen， einen "polis.artigen“Korper oder der Sache g巴maseinen 

Staat auf der Grundlage eines GeseIlschaftsvertrags (od. Staatsvertrags). 

"Polis“heist selbstverstandlich auf lateinisch "civitas“. 
Ganz klar ist also， das es sich bei diesem "civil law“keineswegs um 

ein "burgerliches Recht“im modernen Sinn巴 handelt，das etwa auf dem 

Prinzip ein巴rPrivatautonomie beruht und Gesetze einer privaten Wirt. 

schaftsgesellschaft darsteIIt， sondern um das Recht eines Staates oder 

die von einem Staat gegebenen Gesetzc. Gleichzeitig kδnnen wir bereits 

daraus eine ziemlich gesicherte Arbeitshypoth巴segewinnen， das namlich 

das Adjektiv "civil“bei J. LOCKE auf das lateinische Substantiv "civitas“ 

zuruckzufuhren ist und sich auf den Staat im Sinne einer Gesellschafts. 

vertrages.(od. Staatsvertrags-)Theorie bezIeht. 

b) Wollen wir nun damit die Probe machen! 

1n der zweiten Abhandlung J. LOCKE'S erscheint auch der Ausdruck 

"civil society“insgesamt an 20 Stellen. Aufgrund dieser StelIen ist zum 

Begriffsinhalt etwa folgendes festzustelIen: Auch dieses "civil society“ 

wird durch Vertrag oder EinwilIigung dedenigen， die sich bis dahin im 

Naturzustand befunden hab巴n，geschaffen・ JedesMitglied ubergibt dabei 

der GeseIlschaft "his executive power of the law of nature“(s 89)， wie 

er es im Naturzustand fur sich in Anspruch genommen hat. Daher 

steIIt dieses "civil society“im Gegensatz zum Naturzustand， bei dem es 

ofters zum "state of war“hat kommen kδnn巴n，"the state of peace“dar. 
Eine so verfaste Gesellschaft verfugt vor allem uber "the I巴gislative
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power“(bes. um Gesetze als Richtlinien zur Bestrafung der von Mit-

gliedern begangenen Verbrechen zu geben)， aber auch uber "the executive 

power“(bes. um diese Gesetze auszufuhren， also um die auf der gesetz-
lichen Grundlage gefaJIten gerichtliche Urteile zu voJIstrecken). Ni巴mand

darf diesen Gesetzen des "civil society“entgehen， solange er sich in 

dieser GeseIIschaft befindet. Ferner erklart J. LOCKE， wieder HOOKER'S 

Satze zitierend， das sich die "civil societies“aus "numbers of households“ 

zusammensetzen， und die erste Art von "governors“dieser fruhen 
Formen der GeselIschaft waren "the kings“(s 74 Anm.). Ubrigens 

beruft er sich dabei indirekt (vermittels HOOKER) auf Aristoteles! 

Ganz klar ist also， das es sich bei diesem "civil society“keineswegs 
um eine "burgerliche Gesellschaft“im modernen Sinne， namlich um eine 

private Wirtschaftsgesellschaft， handeln kann， sondern um eine "societas 

civilis“im traditionell-politischen Sinn巴， die in der alt-europaischen 
GeseJIschaft bis ins 18_ Jahrhundert ofters mit "res publica“oder 

"civitas“sowie mit "populus“gleichgesetzt wurde. Kein ZufaIl ist also， 

das auch J. LOCKE den Ausdruck "civil society“an einigen SteIlen 

mit "political society“(TiteI des Kap. VII， !i!i 87 u. 89) sowie mit "com-
monwealth“(!i!i 88， 101， 212) gleichbedeutend gebraucht. 
c) Was den Ausdruck "politic society“oder "political society“ 

angeht， erscheint er in der zweiten Abhandlung J. LOCKE'S insgesamt 

an 29 StelIen. Aus der Begriffsanwendung kδnnen wir zunachst unge-

fahr das gleiche schliesen， wie es bereits bei "civil society“gesagt 
worden ist. Au妊aIlendist nur， das bei diesem "politic(al) society" der 

Gegensatz zu "family“noch deutlicher in Erscheinung tritt. Dabei sieht 

J. LOCKE den entscheidenden Unterschied zu "family“eben in dem 

"political power“ Ein巴 Gesellschaft，die uber das "political power“ 
verfugt， ist ihm zufolge "politic(al) society“. 

F臼rden Begriff "political power“gibt nun J. LOCKE eine definito・

rische Erklarung (!i!i 3 u. 171). Sie last sich folgendermasen zusammen-
fassen: "Political power“besteht aus der legislativen und exekutiven 

Gewalt und an der exekutiven Gewalt hat ihrerseits die Anwendung oder 

Ausfuhrung der Gesetze (besonders aber die Urteilsvollstreckung) den 

grδsten Antei!. 円Politicalpower“bei J LOCKE entspricht also vielmehr 

unseTl~r "S句Etsggwzlt“sch!cchthin，dIe aus J口一 ic邑i笛laiiv日Il， exekutiven 

und jurisdiktioneIlen Gewalt besteht. J. LOCKE's "politic(al) society“ 

das uber dieses "political power“ver印刷， entspricht folgerichtig nach 
unser巴m Begri妊 der"Staatsgesellschaft“oder dem "Staat“schl巴chthin.
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Auch bei anderen Ausdrucken， die sich auf das Adiektiv "politic(al)“ 

beziehen oder auf das Wort "polis“zuruckgehen， bleibt mehr oder 

weniger deutlich erkennbar die Urbedeutung von "polis“(=des Staates) 

erhalten. 

d) Wenn wir hier nochmals auf das Wort "civil“zuruckgreifen， 

bleiben nur noch zwei unerwahnte Stellen nachzutragen. 

Bei einer Stelle davon handelt es sich um "civil magistrate“(983). 
Das Wort "magistrate“bedeutet bei J. LOCKE denienigen， der sich "in 
the administration“befindet und uber "the executive power“verfugt. 
Darin sind nicht nur Konige (od. Fursten) und Minister， sondern auch 

untergeordnete Beamte einbegri妊en・ Erstmit dem Adiektiv "civil“ 

kann also J. LOCKE davon diese untergeordneten Beamten ausnehmen， 
um eind巴utignur denienigen zu bezeichnen， der wirklich einen Staat 

regiert. Beilaufig gesagt， ist das Adiektiv "civil“an dieser Stelle in der 
Fassung der Iwanami-Bibliothek einfach weggelassen! 

Bei der anderen Stelle handelt es sich um "civil polity“(9239). 

An dieser Stelle steht der Ausdruck dem vorangehenden "ecclesiastical 

polity“(HOOKER) gegenuber. Da der letztere etwa die Verwaltung oder 

Regierung der Kirche bedeutet， ist es nicht so schwer festzustellen， das 

J. LOCKE unter "civil polity“etwa die Regierung oder das Regieren 
eines (weltlichen) Staates versteht. Trotzdem ist diese Stelle in der Fas司

sung der Iwanami-Bibliothek in "shimin・tekiseiii-seido“(巴twaeine b包r-

gerliche politische Verfassung) ubertragen. Darin kommt eine politische 

Bewertung oder eine V oreingenommeheit deutlich zum Ausdruck， die 
vor allem gerade der sogenannten "Nachkriegszeits-Demokratie“bei uns 

eigentumlich ist! (Es folgt Fortsetung) 
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